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Ⅰ 国土強靭化と は 

  大地震や大規模な風水害等の発生の度に甚大な被害を受け、 その都度、 長時間かけ

て復旧・ 復興を図ると いう「 事後対策」 の繰り 返し ではなく 、大規模自然災害等の様々

な危険を直視し て、平時から 大規模自然災害等に対する備えを 行う こ と が重要である。    

東日本大震災等から 得ら れた教訓を 踏まえ、 大規模自然災害等への備えについて、

予断を持たずに最悪の事態を念頭に置き 、 私たちの国土や経済、 暮ら し が災害や事故

などにより 致命的な被害を 負わない「 強さ 」 と 、 速やかに回復する「 し なやかさ 」 を備

えた国土、 経済社会システムを構築するこ と 。  

 
Ⅱ 国土強靭化地域計画の策定趣旨 

国においては、 平成２ ５ 年１ ２ 月に「 強く し なやかな国民生活の充実を 図るための 

防災・ 減災等に資する国土強靭化基本法」（ 以下「 基本法」 と いう 。）」 を制定し 、 平成

２ ６ 年６ 月には、基本法に基づき 、国土強靭化基本計画（ 以下「 国基本計画」 と いう 。）

を策定し た。 また、 香川県においても 平成２ ７ 年１ ２ 月に「 香川県国土強靭化地域計

画」（ 以下「 県地域計画」 と いう 。） が策定さ れた。  

琴平町国土強靭化地域計画（ 以下「 本計画」 と いう 。） は、 本町の強靭化に関する施 

策を 国基本計画や県地域計画と の調和を図り ながら 、 大規模災害時に明ら かになっ た

「 公助の限界」 の教訓を 踏まえ、 行政のみなら ず、 町民、 民間事業者、 Ｎ Ｐ Ｏ など（ 以

下「 事業者」 と いう 。） の関係者相互の適切な連携のも と 、 総合的、 計画的に推進する

ための指針と し て策定する。  

 

Ⅲ 計画の位置付け  

  本計画は、 基本法第１ ３ 条に基づく 国土強靭化地域計画と し て策定するも のであ

り 、 琴平町総合計画と の整合・ 調和を 図ると と も に、 国土強靭化の観点から 、 琴平町

地域防災計画を はじ めと する本町の各分野別計画の国土強靭化施策の強化を推進する

上での指針と なるも のである。   

 

琴平町国土強靭化地域計画の位置付けイ メ ージ 
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Ⅳ 計画の基本的な考え方 

 １  基本的な方針  

   本計画の策定に当たり 、 まず、 本町における想定リ スク を 「 南海ト ラ フ を震源と

し た最大ク ラ スの地震」 と 「 大規模な風水害」 に設定し 、 庁内各部署横断的に、 こ

れら の想定リ スク の要因の対応に向けた取り 組みを総合的に推進する。  

  

２  計画の基本目標 

   国の基本目標を踏まえ、   

（ １ ） 町民の命を守る 

（ ２ ） 町と 地域社会の重要な機能を 維持する 

（ ３ ） 町民の財産と 公共施設の被害を 最小化する 

（ ４ ） 迅速な復旧・ 復興を 行う  

こ と を基本と する。   

 

３  計画策定の手順 

   図に示す５ つのステッ プにより 本計画を 策定するこ と と する。  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４  計画期間 

   本計画は、 令和２ 年度を 初年度と する令和４ 年度までの３ 年間を 計画期間と す

る。  

   ただし 、 計画期間中においても 、 社会情勢の変化や施策の進捗状況等を踏まえ、  

  必要に応じ て見直し を行う も のと する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP１  地域を 強靭化する上での目標の明確化 

STEP２  リ スク シナリ オ（ 最悪の事態）、 強靭化施策分野の設定  

STEP ３  脆弱性の分析・ 評価、 課題の

STEP ４  リ スク への対応方策の検討 

STEP ５  対応方策についての重点化、 優先順位付
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Ⅴ 脆弱性評価 

 １  事前に備えるべき 目標と 起き てはなら ない最悪の事態（ リ スク シナリ オ）   

   脆弱性評価は、 起き てはなら ない最悪の事態（ リ スク シナリ オ） を想定し た上で

行う こ と と さ れており 、 国基本計画及び県地域計画と の連携を図り ながら 、 本町の

特性を考慮し た８ つの「 事前に備えるべき 目標」 と それに対応する２ ７ の「 起き て

はなら ない最悪の事態（ リ スク シナリ オ）」 を次のと おり 設定し た。  
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２  評価の実施手順 

   設定し た「 起き てはなら ない最悪の事態（ リ スク シナリ オ）」 を 回避するため、

現状ではどこ に問題があり 、 どのよう な取組が必要かについて、 分析・ 評価を行

い、 大規模自然災害等に対する本町の脆弱性の把握を 行っ た。  

 

３  脆弱性評価結果 

   脆弱性評価の結果は、 添付資料１ のと おり であり 、 こ の評価結果を踏まえた脆弱

性評価のポイ ント は以下のと おり である。  

（ １ ） ハード 整備と ソ フ ト 対策の適切な組合せが必要 

（ ２ ） 代替性・ 冗長性等の確保が必要 

（ ３ ） 部局の横断的な取組と 国、 県、 事業者、 町民等と の連携が必要 

   

Ⅵ 琴平町の国土強靭化の推進方針 

 １  琴平町国土強靭化に向けた施策の分野 

   本計画の対象と なる施策の分野は、 脆弱性評価の結果を踏まえ、 以下の１ １ の個 

別施策分野と ４ の横断的分野と する。  

  （ 個別施策分野）  

   ○a 行政機能／警察・ 消防等、 ○ｂ 住宅・ 都市、 ○ｃ 保健医療・ 福祉、 ○ｄ エネルギー、  

○e 情報通信、 ○ｆ 産業、 ○g 交通・ 物流、 ○ｈ 農林水産、 ○i 国土保全、 ○ｊ 環境、  

○ｋ 土地利用 

  （ 横断的分野）  

   ○ｌ 地域防災力の強化、 ○ｍ 老朽化対策、 ○ｎ 新技術対策、 ○o 広域連携 

 

 ２  施策分野ごと の琴平町国土強靭化の推進方針   

   脆弱性評価の結果を踏まえ、 ○a ～○o の記号に振り 分けた施策分野ごと に、 施策の

実効性等を確保でき るよう 、 施策を 推進する主体を、 町民、 事業者、 行政の３ 区分

に分けた上で、 推進方針を 添付資料２ のと おり 定めた。  

   こ れら の施策分野ごと の推進方針を 「 起き てはなら ない最悪の事態（ リ スク シナ

リ オ）」 に当てはめたも のは次のと おり である。  
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起きてはなら ない最悪の事態（ リ スク シナリ オ） ごと の推進方針 

 

（ １ ） 大規模自然災害が発生し たと き でも 人命の保護が最大限図ら れる 

１ －１  住宅・ 建築物等の大規模倒壊や住宅密集地における 火災による 死傷者等の発生 

○a －１  
発災時、 応急対策活動拠点の本庁舎及び代替施設、 公共施設の耐震性の確保を 図る 。

【 行政】  

○a －６  
平時から 関係機関相互の応援協定、 自治体間の応援協定締結等、 相互応援体制の整 

備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○a －７  遠隔地の自治体と の協定等、 相互応援体制の整備を 図る。【 行政】  

○a －８  
応援・ 受援計画の策定と 応援・ 受援の手順、 受援時の応援部隊の活動拠点等の整備

を 図る。【 事業者、 行政】  

○a －16 
消防本部、 消防団及び自主防災組織等の連携強化と 消防体制の整備に努める 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

○a －17 
県消防相互応援協定に基づく 相互応援体制の整備と 緊急消防援助隊の応援・ 受援の 

体制整備に努める 。【 行政】  

○a －18 
地震火災への適切かつ効果的な消防活動のため、 活動体制、 消防職員・ 団員の非常

招集方法など の体制を 整備する 。【 行政】  

○ｂ －１  

学校、 社会福祉施設、 保育所等の公共施設は避難所等と し ての使用も 勘案し 、 施設

の耐震化を 図る 。 なお、 学校施設の外壁等の非構造部材の耐震化等の剥落・ 落下防止

策を 推進する 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －２  公共施設等の計画的な耐震診断、 耐震補強工事等の耐震化を 図る。【 事業者、 行政】 

○ｂ －３  
住宅及び民間建築物の耐震化の促進を 図る 。 特に、 緊急輸送道路沿いの民間建築物

について、 重点的な耐震化の促進に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －４  
文化財の所有者・ 管理者への防災意識の啓発と 町所有・ 管理の文化財の安全及び防

火設備の保守点検によ り 保存に努める 。【 町民、 行政】  

○ｂ －10 
各家庭への初期消火用具の普及及び自主防災組織等が初期消火活動を 積極的に行う

よ う 、 誘導育成に努める。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －11 
消防機関の指導の下、 自主防災組織と 地域の事業者等と の連携によ り 、 初期消火、

応急救護、 避難、 避難誘導等の訓練を 行う 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －12 
市街地の中心部では、 防災上特に重要な地区の指定、 建築材料及び構造等の制限、

不良住宅地の改良促進によ り 、 住宅の不燃化、 住環境の整備を 図る 。【 町民、 行政】  

○ｂ －13 
街路、 公園緑地等の整備によ り 、 火災の延焼防止と 避難場所等と し ての機能の確保

を 図る。【 行政】  

○ｂ －14 
所有者の意向を 踏まえつつ、 老朽空き 家の除却の支援や適正な管理助言等の対策を

推進する 。【 町民、 行政】  

○ｂ －26 
帰宅困難者等を 含めた避難所の運営体制の整備と 観光客が帰宅困難になっ た場合に

備えホテル等宿泊施設への避難等について検討する 。【 事業者、 行政】  

○g －６  
 落橋、 変形等が予測さ れる 道路施設の耐震補強工事等の計画・ 実施と 建設する 場合

は耐震性を 考慮し た整備や電線共同溝事業を 推進し 、 道路機能の強化を 図る 。【 行政】 

○g －７  

 道路ネッ ト ワーク の安全性・ 信頼性のため、 橋梁の長寿命化計画の策定、 予防的な

修繕及び計画的な架け替え、主要道路の代替路を 確保するための道路整備など により 、

複数ルート の確保を 図る。【 行政】  

○k －２  

 大規模火災リ スク の高い危険な住宅密集地の改善整備は、 施設そのも のに対する 被

害防止と 避難地等の整備や土地利用の規制・ 誘導によ り 、 復旧・ 復興段階を も 見据え

た各種検討と 安全な地域づく り に努める。【 町民、 行政】  

○ｎ －１  
 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  
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１ －２  不特定多数が集まる 施設の倒壊・ 火災によ る 死傷者等の発生 

○a －４  
消防が持つ救助車等の資器材の確保など体制整備と 消防本部と 連携する 消防団等 

の訓練環境を さ ら に充実・ 強化する。【 行政】  

○ｂ －１  

〈 再掲〉  

学校、 社会福祉施設、 保育所等の公共施設は避難所等と し ての使用も 勘案し 、 施設

の耐震化を 図る 。 なお、 学校施設の外壁等の非構造部材の耐震化等の剥落・ 落下防止

策を 推進する 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －２  

〈 再掲〉  
公共施設等の計画的な耐震診断、 耐震補強工事等の耐震化を 図る。【 事業者、 行政】 

○ｂ －３  

〈 再掲〉  

住宅及び民間建築物の耐震化の促進を 図る 。 特に、 緊急輸送道路沿いの民間建築物

について、 重点的な耐震化の促進に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －５  
要配慮者施設等の特性、 地域の特性を 考慮し た避難計画の作成と 関係職員への周知

及び訓練等の実施等、 避難体制の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

１ －３  大規模な土砂災害、 金倉川、 満濃池の決壊による 多数の死傷者の発生 

○a －６  

〈 再掲〉  

平時から 関係機関相互の応援協定、 自治体間の応援協定締結等、 相互応援体制の整 

備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○a －７  

〈 再掲〉  
遠隔地の自治体と の協定等、 相互応援体制の整備を 図る。【 行政】  

○a －８  

〈 再掲〉  

応援・ 受援計画の策定と 応援・ 受援の手順、 受援時の応援部隊の活動拠点等の整備

を 図る。【 事業者、 行政】  

○a －11 
「 減災」 を 基本理念と し て国、 県、 関係機関と 協力し 、 ハード ・ ソ フ ト の施策を 組

合せ、各種災害から の防災対策を 効率的かつ効果的に推進する 。【 町民、事業者、行政】 

○ｈ －１   
 決壊時の被害予測と 迅速な避難の重要性を ハザード マッ プの活用によ り 、 町民に周 

知徹底し て町民の安全を 確保する 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －２  
 ため池の決壊等を 未然に防止するため、 計画的な耐震診断・ 整備によ る 安全性の確

保と 農業用水の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｈ －３   
 防災上危険で放置するこ と のでき ないため池を 対象に、 保全又は機能廃止を 含めた

防災上の整備を 促進する。【 行政】  

○ｈ －４  
 農道、 水路、 ため池等の地域資源の保全・ 管理を 推進し 、 農業・ 農業地域の有する

多面的機能の維持・ 発揮を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －７  
 地域に根差し た植林の活用等、 自然と 共生し た多様な森林づく り を 推進する 。  

【 町民、 行政】  

○ｈ －８  
 地域コ ミ ュ ニティ と 連携し た森林の整備・ 保全活動によ り 、 森林が有する 多面的機

能の発揮を 図る 。【 町民、 行政】  

○ｈ －９  
 県、 関係団体と の連携し た森林整備、 治山対策の効果的・ 効率的な実施によ る 災害

に強い森林づく り を 推進する 。【 町民、 行政】  

○i －７  

 土石流、 急傾斜地崩壊、 地滑り 等の山地災害の危険性を 住民に周知し 、 住民の被害

防止に努める 。 特に、 土砂災害警戒区域や土砂災害危険個所等については、 広報活動

を 行い、 住民等への周知を 徹底すると と も に、 土砂災害の恐れのある 区域について、

土砂災害警戒区域等の指定を 推進する 。【 行政】  

○i －８  

 土石流等、 山地災害の危険区域付近の住民に、 異常兆候を 早期に発見する こ と に留

意する旨の啓発や避難場所及び避難所、 避難経路、 避難方法、 情報の伝達手段等の設

定等、 土砂災害や山地災害の危険区域に対する 警戒体制を 強化する 。【 町民、 行政】  

○i －９   
 斜面や渓流など危険個所の点検等を 行う 砂防ボラ ン ティ アの活動を 支援し て、 土砂 

災害から 町民の生命や財産を 守る 。【 町民、 行政】  
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１ －３  大規模な土砂災害、 金倉川、 満濃池の決壊による 多数の死傷者の発生 

○i －10 
土石流危険渓流のう ち 、 危険度の高いと こ ろ から 、 災害の未然防止のため、 砂防工

事の要望を 県に行う と と も に、 事業に対し ての協力を 行う 。【 町民、 行政】  

○i －11 

急傾斜地崩壊危険個所のう ち 小規模なも のは、 危険度や地元要望等を 勘案し 、 町が

崩壊防止対策工事を 行い、 大規模なも のは、 危険度に応じ 、 災害の未然防止のため、

県への崩壊防止工事の要望、 事業に対し ての協力を 行う 。【 行政】  

○i －12 
 地すべり 危険個所は、 危険度の高いと こ ろ から 、 災害の未然防止のため、 県に地滑

り 防止工事の要望、 事業に対し ての協力を 行う 。【 行政】  

○i －13 
 山地災害危険地は、 災害の未然防止のため、 危険度の高いと こ ろ から 、 優先的に治

山事業を 行う 。【 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

１ －４  異常気象等によ る 広域かつ長期間の市街地等の浸水 

○a －11 

〈 再掲〉  

「 減災」 を 基本理念と し て国、 県、 関係機関と 協力し 、 ハード ・ ソ フ ト の施策を 組合

せ、 各種災害から の防災対策を 効率的かつ効果的に推進する 。【 町民、 事業者、 行政】 

○i －２  
 河川流域の被害軽減のため、 維持・ 改修等を 行う と と も に、 国、 県が策定し ている 

「 河川整備計画」 に基づき 河積の確保や堤防の整備等を 行う 。【 行政】  

○i －４  

想定し 得る 最大規模の浸水想定の公表、 ハザード マッ プの策定・ 周知によ る 住民の

避難体制確立と 排水機場等の排水施設の整備を 行い、 町民の洪水・ 内水から 円滑な避

難を 確保する 【 町民、 行政】  

○i －５  
 浸水想定区域の区域ごと に、 洪水予報等の伝達方法、 避難場所など迅速な避難の確 

保を 図る ため、 必要な事項を 定め、 住民に周知する 。【 町民、 行政】  

○i －６  
 女性層に対する 団員への参加促進等、 消防団の活性化を 推進する と と も に、 水防活 

動の担い手を 確保し 、 消防団の育成及び強化を 図る 。【 町民、 行政】  

 

１ －５  情報伝達の不備等によ る 避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

○ｅ －３  

〈 再掲〉  

災害情報の収集、 伝達の迅速化のため、 既存のシステム等を 活用し た情報通信体制

の整備、 耐震性の強化を 図る と と も に、 通信設備の維持に必要な電源確保のため、 自

動起立の非常用発電機等の整備に努める 。 また、 町民への防災ラ ジオの普及促進にも

努め、 住民の情報収集体制も 確立する 。【 町民、 行政】  

○ｂ －29 

 災害時に観光客等の帰宅支援を 円滑に行う ため、 安全な場所への避難誘導方法や公 

共交通機関の運行状況、 宿泊可能な避難所・ ホテル等宿泊施設の案内等を 迅速に提供 

でき る体制を 整備する 。【 事業者、 行政】  

○ｅ －６  

災害時における 情報通信、 放送の送受信を 確保する ため、 施設等の耐震性の強化 

化、 放送機材等の落下・ 転倒防止、 非常用電源の充実、 応急復旧体制の整備等の防災

対策を 推進する 。【 事業者】  

○ａ －14 
消防本部の指令センタ ーや消防救急無線等の情報通信施設等の高機能化及び耐災 

害性の強化を 図る 。【 行政】  

○ｅ －１  

 避難に関する 情報伝達方法について、 防災行政無線を はじ めと し て多様な手段を 検 

討し 、 その整備に努めると と も に、 情報の収集・ 伝達業務の担い手と なる 職員の確 

保・ 育成等の体制整備に努める 。【 行政】  

○ｅ －２  

情報の伝わり にく い高齢者、 障がい者等の要配慮者に対し ては、 その特性に応じ  

た手段で伝達を 行う など、 自主防災組織等の多様な主体の協力を 得ながら 、 情報伝達

体制の整備に努める。【 町民、 行政】   

○ｂ －７  

高齢者、 障がい者等の要配慮者のう ち 避難行動要支援者について、 避難行動要支援 

者名簿を 作成する と と も に、 警察や消防機関、 自主防災組織などに対し 、 名簿を 提出

する など 避難を 支援する体制の整備を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  
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（ ２ ） 大規模自然災害発生直後から 救助・ 救急、 医療活動等が迅速に行われる（ それが

なさ れない場合の必要な対応を 含む）  

２ －１  町内での食料・ 飲料水等、 生命に関わる 物資の供給の長期停滞 

○a －10 
 物資の緊急輸送が円滑に行える よう 、 道路啓開作業等の主体と なる 、 建設業者等の 

Ｂ Ｃ Ｐ 策定を 促進し 、 発災時の作業体制の確保に努める 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －15 

地下水の適正かつ合理的な利用促進のため、関係団体と 連携する 自主規制等によ り 、

地下水の保全を 図る 。 また、 雨水の再利用促進のため、 再生水等の供給環境の整備と

住民への普及・ 啓発を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －16 
災害時に活用可能な井戸の確保と 普段活用さ れていない飲用井戸を 水道水の代用水

源と し て活用する ための水質検査等の体制整備を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】   

○ｂ －17 
事業団と 連携し た水道施設の老朽化対策の推進、 応急給水・ 応急復旧体制の整備、

広域的な応援体制の強化等の体制整備を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －21 
防災の基本である 「 自ら の命は自ら 守る」 と いう 原則に基づき 、 最低 3 日分（ 望まし

く は 1 週間分） の食料・ 飲料水や携帯ト イ レ 等の準備に努める。【 町民、 事業者、 行政】 

○ｂ －22 
災害時に提供可能な食料（ 食物アレ ルギーへの対応を 含む） や飲料水等の在庫状況

の確認と 関係業界と の協定締結等、 調達の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －23 
食料や飲料水の確保（ 備蓄） 目標を 設定し 、 備蓄に努める 。 また、 関係業界等と の

協定締結等によ り 、 調達の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －1 
 関係機関の協力を 得た地域医療体制の構築、 他地域から の医療協力受けのため、 救

護班の受入れ、 患者の搬送、 連携体制等の調整・ 整備を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －2 
 多数の避難者に備え、 避難所やト イ レ 、 簡易ベッ ト など の資器材等の確保と 救護所

の設置など医療救護体制を 強化する。【 事業者、 行政】  

○ｄ －４  
 災害時、 事業者等がガイ ド ラ イ ン に沿っ て円滑に燃料等の仮貯蔵・ 取扱ができ る よ

う 、 消防関係機関に周知を 行う 。【 事業者、 行政】  

○g －１  
 緊急輸送道路等の道路啓開を 円滑に行う ため、 関係機関が連携し 、 応急復旧用資器

材の確保など 体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○g －２  
 物資の円滑な緊急輸送のため、 輸送業者等と の協定締結、 物資輸送訓練の実施等、

緊急輸送体制の構築を 図る 。【 事業者、 行政】  

○g －３  
 避難所への円滑な物資供給のため、 プ ッ シュ 型・ プ ル型支援に関する情報収集体制、

県等への要請のための連絡、 通報体制等の体制整備を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】    

○g －４  
 物資の緊急輸送体制、 救急・ 救命体制、 消防活動体制を 強化する ため、 町内道路の

計画的な整備を 推進する。【 事業者、 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

２ －２  消防等の被災等によ る 救助・ 救急活動の絶対的不足      

○a －４  

〈 再掲〉  

消防が持つ救助車等の資器材の確保など体制整備と 消防本部と 連携する 消防団等 

の訓練環境を さ ら に充実・ 強化する。【 行政】  

○a －５  
計画的な職員の災害対応訓練の実施、 自主防災組織・ 自治会の実施する 防災訓練等 

の内容充実及び町民の様々な訓練への参加を 促進する 。【 町民、 事業者、 行政】  

○a －７  

〈 再掲〉  
遠隔地の自治体と の協定等、 相互応援体制の整備を 図る。【 行政】  

○a －８  

〈 再掲〉  

応援・ 受援計画の策定と 応援・ 受援の手順、 受援時の応援部隊の活動拠点等の整備

を 図る。【 事業者、 行政】  

○a －11 

〈 再掲〉  

「 減災」 を 基本理念と し て国、 県、 関係機関と 協力し 、 ハード ・ ソ フ ト の施策を 組合

せ、 各種災害から の防災対策を 効率的かつ効果的に推進する 。【 町民、 事業者、 行政】 

○a －12 
県防災情報共有システム等を 活用し 、 県、 他市町と の情報の一元化と 災害対応業務 

の標準化、 町内外から の複数の情報収集手段の確保を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  
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２ －２  消防等の被災等によ る 救助・ 救急活動の絶対的不足   

○a －13 地域の災害活動の拠点になる 消防本部、 消防団屯所の耐震化等を 推進する。【 行政】 

○a －14 
消防本部の指令セン タ ーや消防救急無線等の情報通信施設等の高機能化及び耐災

害性の強化を 図る 。【 行政】  

○a －15 
災害時の広域応援や受援のため、 緊急消防援助隊の訓練に参加し て、 救助・ 救急体

制の整備を 図る 。【 行政】  

○a －17 
県消防相互応援協定に基づき 、 相互応援体制の整備に努めると と も に、 緊急消防援 

助隊の応援・ 受援の体制整備に努める 。【 行政】  

○a －20 
自衛隊への迅速な派遣要請のため、 要請手順等を 県、 自衛隊と 明確に規定する 。 ま

た、 派遣要請に関する 事項等を 要請前に連絡・ 調整でき る 体制を 整備する 。【 行政】  

○ｂ －30  地域の円滑な防災対策推進のため、自主防災組織の活動に積極的に参加する 。【 町民】 

○ｂ －31 

 自主防災組織の育成推進、 自主防災組織によ る様々な地域活動団体と の連携強化、

実践的で多様な世代が参加でき る 防災訓練の充実、 必要な資器材等の整備促進や自主

防災組織のリ ーダーの研修等に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○i －６  

〈 再掲〉  

 女性層に対する 団員への参加促進等、 消防団の活性化を 推進する と と も に、 水防活 

動の担い手を 確保し 、 消防団の育成及び強化を 図る 。【 町民、 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

２ －３  救助・ 救急、 医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶      

○a －２  
防災拠点施設に非常用電源等の設備整備に努める。 また、 非常用電源の運転に必要

な燃料供給等について事業者と の協定締結等、 調達確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －５  
 病院等の施設・ 設備の充実、 食料、 飲料水、 医薬品、 非常電源用燃料の備蓄等の促

進を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －８    
 社会福祉施設等は、 県・ 町・ ボラ ン ティ ア団体等と の連携協力体制を 整備し 、 施設

等における防災資器材、 非常用発電機等の整備に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○g －６  

〈 再掲〉  

 落橋、 変形等が予測さ れる 道路施設の耐震補強工事等の計画・ 実施と 建設する 場合

は耐震性を 考慮し た整備や電線共同溝事業を 推進し 、 道路機能の強化を 図る 。【 行政】 

○i －１  
〈 再掲〉  

 河川堤防の嵩上げや液状化対策など 地震対策を 行い、 新設に当たっ ては、 耐震性を  

考慮し て整備する 。【 行政】  

 

２ －４  想定を 超える 大量かつ長期の帰宅困難者等への水・ 食料等の供給不足     

○a －３  
発災後、直ち に実施すべき 応急業務や非常時優先業務を 適切に実施・ 継続する ため、 

業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） を 適宜見直し 実効性の向上を 図る 。【 行政】  

○ｂ －24 
「 災害発生時にはむやみに行動はし ない。」 と いう 基本原則の周知徹底、 家族と の連

絡手段の確保、 徒歩帰宅経路の確認等、 必要な啓発を 行う 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －25  
事業所等に、 一斉帰宅によ る 混乱防止のため、 従業員、 顧客及び観光客の一定期間

の滞在、 食料・ 水・ 毛布等の備蓄促進等の必要性の啓発を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －26 

〈 再掲〉  

帰宅困難者等を 含めた避難所の運営体制の整備と 観光客が帰宅困難になっ た場合に

備えホテル等宿泊施設への避難等について検討する 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －27 
災害時の徒歩帰宅者に対する 食料や飲料水の支援を 行う ため、協定事業者に対し て、

必要物資の提供を 求める。【 事業者、 行政】  

○ｂ －28  
公共交通機関の運行状況、 道路復旧状況等、 帰宅に必要な情報を 、 イ ンタ ーネッ ト 、

報道機関によ る広報等によ り 、 迅速に提供でき る 体制を 整備する。【 事業者、 行政】  

○g －１  

〈 再掲〉  

 緊急輸送道路等の道路啓開を 円滑に行う ため、 関係機関が連携し 、 応急復旧用資器

材の確保など 体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  
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２ －４  想定を 超える 大量かつ長期の帰宅困難者等への水・ 食料等の供給不足     

○g －８  
 道路法面の崩壊、 路面の損傷等が予測さ れる 危険個所については防災工事を 行う な

ど 道路施設の整備を 図る。【 行政】  

 

２ －５  医療施設等及び関係者の絶対的不足・ 被災、 支援ルート の途絶によ る医療機能等の麻痺    

○a －６  

〈 再掲〉  

平時から 関係機関相互の応援協定、 自治体間の応援協定締結等、 相互応援体制の整 

備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○a －７  

〈 再掲〉  
遠隔地の自治体と の協定等、 相互応援体制の整備を 図る 。【 行政】  

○a －８  

〈 再掲〉  

応援・ 受援計画の策定と 応援・ 受援の手順、 受援時の応援部隊の活動拠点等の整備

を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －1 

〈 再掲〉  

 関係機関の協力を 得た地域医療体制の構築、 他地域から の医療協力受けのため、 救

護班の受入れ、 患者の搬送、 連携体制等の調整・ 整備を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －３  

 災害派遣医療チーム（ Ｄ ＭＡ Ｔ ）、医薬品や医療資器材の円滑な受け入れのため、緊

急輸送道路の道路施設の耐震補強、道路啓開のための人員、応急復旧資器材の確保等、

医師、 医薬品、 医療資器材等の輸送・ 供給体制を 構築する 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －４  
 日本医師会災害医療チーム（ Ｊ ＭＡ Ｔ ） 等が避難所、 救護所等で円滑に医療・ 保健

衛生活動ができ る 体制を 整備する 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －５  

〈 再掲〉  

 病院等の施設・ 設備の充実、 食料、 飲料水、 医薬品、 非常電源用燃料の備蓄等の促

進を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －６  
 病院等に耐震診断・ 耐震補強工事等に関する 情報提供と 啓発や相談体制の整備等を  

通じ 、 施設の耐震化の促進を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －７  
 社会福祉施設等と 日頃から 密接に連携を 行い、 災害時の被災者の救出や受入れの調 

整が迅速に行える 体制整備に努める 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －８  

〈 再掲〉    

 社会福祉施設等は、 県・ 町・ ボラ ン ティ ア団体等と の連携協力体制を 整備し 、 施設 

等における防災資器材、 非常用発電機等の整備に努める。  

【 町民、 事業者、 行政】  

 

２ －６  町内における 疫病・ 感染症等の大規模発生  

○a －６  

〈 再掲〉  

平時から 関係機関相互の応援協定、 自治体間の応援協定締結等、 相互応援体制の整 

備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○a －７  

〈 再掲〉  
遠隔地の自治体と の協定等、 相互応援体制の整備を 図る。【 行政】  

○a －８  

〈 再掲〉  

応援・ 受援計画の策定と 応援・ 受援の手順、 受援時の応援部隊の活動拠点等の整備

を 図る。【 事業者、 行政】  

○ｃ －９  

 感染症の発生・ まん延防止のため、 迅速かつ的確に情報収集と 中讃保健所と 連携し

た臨時予防接種の体制準備、 早期治療のための医療供給体制を 整備する 。  

町内、 中讃管内での対応が困難な場合に備え、 県、 他県等への協力、 支援要請の体

制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  
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（ ３ ） 大規模自然災害発生直後から 必要不可欠な行政機能は確保する 

３ －１  町職員等の被災、 庁舎施設等の被災によ る 機能の大幅な低下 

○a －１  

〈 再掲〉  
応急対策活動拠点の本庁舎及び代替施設や公共施設の耐震性の確保を 図る 。【 行政】 

○a －２  

〈 再掲〉  

防災拠点施設に非常用電源等の設備整備に努める。 また、 非常用電源の運転に必要

な燃料供給等について事業者と の協定締結等、 調達確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○a －３  

〈 再掲〉  

発災後、直ち に実施すべき 応急業務や非常時優先業務を 適切に実施・ 継続する ため、 

業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） を 適宜見直し 実効性の向上を 図る 。【 行政】  

○a －６  

〈 再掲〉  

平時から 関係機関相互の応援協定、 自治体間の応援協定締結等、 相互応援体制の整 

備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○a －７  

〈 再掲〉  
遠隔地の自治体と の協定等、 相互応援体制の整備を 図る。【 行政】  

○a －８  

〈 再掲〉  

応援・ 受援計画の策定と 応援・ 受援の手順、 受援時の応援部隊の活動拠点等の整備

を 図る。【 事業者、 行政】  

○a －13 

〈 再掲〉  
地域の災害活動の拠点になる 消防本部、 消防団屯所の耐震化等を 推進する 。【 行政】 

○ｂ －１  

〈 再掲〉  

学校、 社会福祉施設、 保育所等の公共施設は避難所等と し ての使用も 勘案し 、 施設

の耐震化を 図る 。 なお、 学校施設の外壁等の非構造部材の耐震化等の剥落・ 落下防止

策を 推進する 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －２  

〈 再掲〉  
公共施設等の計画的な耐震診断、 耐震補強工事等の耐震化を 図る。【 事業者、 行政】 

○ｂ －９  

指定緊急避難場所及び指定避難所の指定と 必要に応じ て施設補強、 補修等を 行う 。

また、 食料、 飲料水等の備蓄、 仮設ト イ レ 、 非常用電源、 ラ ジオ等資器材の確保など

に努め、 避難所等の機能強化を 図る。【 行政】  

○ｄ －３  
 大規模災害時に災害対応従事車両等へ優先給油ができ る よ う 、 町内の事業者と 協定

を 締結するなどの体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○g －６  

〈 再掲〉  

 落橋、 変形等が予測さ れる 道路施設の耐震補強工事等の計画・ 実施と 建設する 場合

は耐震性を 考慮し た整備や電線共同溝事業を 推進し 、 道路機能の強化を 図る 。【 行政】 

○i －１  

〈 再掲〉  

 河川堤防の嵩上げや液状化対策など 地震対策を 行い、 新設に当たっ ては、 耐震性を  

考慮し て整備する 。【 行政】 考慮し て整備する。【 行政】  

○i －２  

〈 再掲〉  

 河川流域の被害軽減のため、 維持・ 改修等を 行う と と も に、 国、 県が策定し ている 

「 河川整備計画」 に基づき 河積の確保や堤防の整備等を 行う 。【 行政】  

○i －10 

〈 再掲〉  

土石流危険渓流のう ち 、 危険度の高いと こ ろ から 、 災害の未然防止のため、 砂防工

事の要望を 県に行う と と も に、 事業に対し ての協力を 行う 。【 町民、 行政】  

○i －12 

〈 再掲〉  

 地すべり 危険個所は、 危険度の高いと こ ろ から 、 災害の未然防止のため、 県に地す

べり 防止工事の要望、 事業に対し ての協力を 行う 。【 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  
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（ ４ ） 大規模自然災害発生後から 必要不可欠な情報通信機能は確保する 

４ －１  情報・ 通信の麻痺・ 長期停止によ り 災害情報が必要な者に伝達でき ない事態の発生 

○a －14 

〈 再掲〉  

消防本部の指令セン タ ーや消防救急無線等の情報通信施設等の高機能化及び耐災

害性の強化を 図る 。【 行政】  

○ｂ －３  

〈 再掲〉  

住宅及び民間建築物の耐震化の促進を 図る 。 特に、 緊急輸送道路沿いの民間建築物

について、 重点的な耐震化の促進に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －７  

要配慮者のう ち 避難行動支援が必要な要配慮者の名簿（ 避難行動要支援者名簿） の

作成、 警察、 消防機関、 自主防災組織等と の名簿の共有等、 避難を 支援する 体制の整

備を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －19 

電力供給のため、 送電設備等の耐震化、 制御システムのセキュ リ ティ 確保、 重要な

送電線の２ 回線化等のバッ ク アッ プ体制の整備、 応急復旧体制の整備と 応急復旧資器

材の確保を 図る 。【 事業者】  

○ｂ －20 
ガスの供給のため、 設備の耐震性の強化充実、 情報連絡体制や職員の動員体制の確

立、 応急復旧用資器材の準備等の体制整備を 図る。【 事業者】  

○ｂ －29 

〈 再掲〉  

観光客等の円滑な帰宅支援のため、 安全な場所への避難誘導方法、 公共交通機関の

運行状況、 宿泊可能な避難所・ ホテル等宿泊施設の案内等を 迅速に提供でき る 体制を

整備する 。【 事業者、 行政】  

○ｅ －１  
 避難に関する 情報伝達方法について、 防災行政無線等多様な手段の検討と 整備、 情

報収集・ 伝達業務を 担う 職員の確保・ 育成等の体制整備に努める 。【 行政】  

○ｅ －２  
 情報の伝わり にく い要配慮者への情報伝達のため、 自主防災組織等、 多様な主体の

協力を 得ながら 、 特性に応じ た伝達手段等、 伝達体制の整備に努める 。【 町民、 行政】 

○ｅ －３  

 災害情報の収集、 伝達の迅速化のための既存システム等を 活用し た情報通信体制の

整備と 耐震性の強化、 情報通信設備維持に必要な電源確保のための自動起立の非常用

発電機等の整備、 住民の情報収集体制確立のための防災ラ ジオの普及促進に努める 。  

【 町民、 行政】  

○ｅ －４  

 町内居住、 観光等での来町外国人への防災情報の提供のため、 ハザード マッ プ等を

通じ た取組の実施と 平時から の地域における 外国人と のコ ミ ュ ニケーショ ン 支援等に

も 取り 組む。【 町民、 行政】  

○ｅ －５   

強固な設備、 地震に強く 信頼性の高い通信設備の設計・ 設置、 主要伝送路のループ

構成等、 バッ ク アッ プ体制整備によ る 災害時の通信確保と 復旧のための要員及び資器

材の確保によ る 応急復旧体制を 整備する。【 事業者、 行政】  

○ｅ －６  

 災害時の情報通信、 放送の送受信を 確保する ため、 施設等の耐震性の強化、 放送機

材等の落下・ 転倒防止、 非常用電源の充実、 応急復旧体制の整備等の防災対策を 推進

する 。【 事業者】  

 

 

（ ５ ） 大規模自然災害発生後であっ ても 経済活動（ サプラ イ チェ ーンを 含む） を 機能不

全に陥ら せない 

５ －１  社会経済活動、 サプラ イ チェ ーン の維持に必要なエネルギー供給の停止 

○a －10 

〈 再掲〉  

 物資の緊急輸送が円滑に行える よう 、 道路啓開作業等の主体と なる 、 建設業者等の 

Ｂ Ｃ Ｐ 策定を 促進し 、 発災時の作業体制の確保に努める 。【 事業者、 行政】  

○ｄ －２   
 町内の関係機関・ 団体と 連携し 、 道路啓開を 含めた応急復旧体制を 確立し 、 燃料供

給ルート の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｄ －３  

〈 再掲〉  

 大規模災害時、 災害対応従事車両等に優先給油ができ る よ う 、 町内の事業者と 協定

を 締結するなどの体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｆ －１  
 商工会が中小企業のＢ Ｃ Ｐ 策定の相談・ 指導窓口と し て機能する 支援及びＢ Ｃ Ｐ 策

定セミ ナー等の実施により 、 早期のＢ Ｃ Ｐ 策定を 促進する 。【 事業者、 行政】   
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５ －１  社会経済活動、 サプラ イ チェ ーン の維持に必要なエネルギー供給の停止 

○g －６  

〈 再掲〉  

 落橋、 変形等が予測さ れる 道路施設の耐震補強工事等の計画・ 実施と 建設する 場合

は耐震性を 考慮し た整備や電線共同溝事業を 推進し 、 道路機能の強化を 図る 。【 行政】 

○i －１  

〈 再掲〉  

 河川堤防の嵩上げや液状化対策など 地震対策を 行い、 新設に当たっ ては、 耐震性を  

考慮し て整備する 。【 行政】  

 

５ －２  産業施設の損壊、 火災、 爆発等 

○i －１  

〈 再掲〉  

 河川堤防の嵩上げや液状化対策など 地震対策を 行い、 新設に当たっ ては、 耐震性を  

考慮し て整備する 。【 行政】  

○j －４  
 有害物質漏洩による 環境汚染防止のため、 取扱い事業者において、 飛散及び流出の

防止、 周辺環境の汚染防止の措置を 講じ る 等、 体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

５ －３  食料等の安定供給の停滞 

○ｂ －22 

〈 再掲〉  

災害時に提供可能な食料（ 食物アレ ルギーへの対応を 含む） や飲料水等の在庫状況

の確認と 関係業界と の協定締結等、 調達の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｆ －２  
 災害時、 サプラ イ チェ ーン を 途絶さ せないため、 道路施設などの耐等、 輸送体制の

確保を 図る。【 事業者、 行政】  

○g －２  

〈 再掲〉  

 物資の円滑な緊急輸送のため、 輸送業者等と の協定締結、 物資輸送訓練の実施等、

緊急輸送体制の構築を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｈ －４  

 農業・ 農業地域の有する 多面的機能の維持・ 発揮を 図る ため、 施設管理者と 非農業

者を 含めた地域住民が連携し 、 農道、 水路、 ため池等の地域資源の保全・ 管理を 推進

する 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －６  
 農業に係る 生産基盤等について、 災害に対応する ため、 水源である ため池や基幹的

農業水利施設、 農道等の改修・ 整備を 推進する 。【 事業者、 行政】  

 

 

（ ６ ） 大規模自然災害発生後であっ ても 生活・ 経済活動に必要最低限の電気、 ガス、 上

下水道、 交通ネッ ト ワーク 等を 確保すると と も に、 こ れら の早期復旧を図る  

６ －１  電気、 ガス等の長期間にわたる機能停止 

○ｂ －19  

〈 再掲〉  

電力供給のため、 送電設備等の耐震化、 制御システムのセキュ リ ティ 確保、 重要な

送電線の２ 回線化等のバッ ク アッ プ体制の整備、 応急復旧体制の整備と 応急復旧資器

材の確保を 図る 。【 事業者】  

○ｂ －20 

〈 再掲〉  

ガスの供給のため、 設備の耐震性の強化充実、 情報連絡体制や職員の動員体制の確

立、 応急復旧用資器材の準備等の体制整備を 図る。【 事業者】  

○ｄ －１  

 長期間の電気供給停止時にも 家庭、 事業所での電気確保のため、「 住宅用太陽光発電

設備設置への補助」、「 公共施設への太陽光発電システムや蓄電池の整備」 等、 再生可

能エネルギーの導入促進に取り 組む。【 町民、 事業者、 行政】   

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

６ －２  上下水道等の長期間にわたる 供給停止等 

○ｂ －15 

〈 再掲〉  

地下水の適正かつ合理的な利用促進のため、関係団体と 連携する 自主規制等によ り 、

地下水の保全を 図る 。 また、 雨水の再利用促進のため、 再生水等の供給環境を 整備と

住民への普及・ 啓発を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  
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６ －２  上下水道等の長期間にわたる 供給停止等 

○ｂ －17 

〈 再掲〉  

事業団と 連携し た水道施設の老朽化対策の推進、 応急給水・ 応急復旧体制の整備、

広域的な応援体制の強化等の体制整備を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －18 

下水道施設の耐震診断や改築更新時期等を 考慮し た計画的な耐震対策の実施や下水

道Ｂ Ｃ Ｐ の策定推進、 応急復旧等の体制整備を 図る 。 また、 持続可能な下水道事業の

実施のため、 スト ッ ク マネジメ ン ト 計画によ る 適切な施設管理に努める 。【 行政】  

○ｈ －６  

〈 再掲〉  

 農業に係る 生産基盤等について、 災害に対応する ため、 水源である ため池や基幹的

農業水利施設、 農道等の改修・ 整備を 推進する 。【 事業者、 行政】  

○j －５   老朽化し た単独浄化槽から 合併浄化槽への転換を 促進する 。【 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

６ －３  地域交通ネッ ト ワーク が分断する 事態 

○a －10 

〈 再掲〉  

 物資の緊急輸送が円滑に行える よう 、 道路啓開作業等の主体と なる 建設業者等の 

Ｂ Ｃ Ｐ 策定を 促進し 、 発災時の作業体制の確保に努める 。【 事業者、 行政】  

○a －11 

〈 再掲〉  

「 減災」 を 基本理念と し て国、 県、 関係機関と 協力し 、 ハード ・ ソ フ ト の施策を 組合

せ、 各種災害から の防災対策を 効率的かつ効果的に推進する 。【 町民、 事業者、 行政】 

○g －１  

〈 再掲〉  

 緊急輸送道路等の道路啓開を 円滑に行う ため、 関係機関が連携し 、 応急復旧用資器

材の確保など 体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○g －４  

〈 再掲〉  

 物資の緊急輸送体制、 救急・ 救命、 消防活動体制を 強化する ため、 町内道路の計画

的な整備を 推進する。【 事業者、 行政】  

○g －５  
 災害時に輸送ルート のう 回路と し て利用可能な農道や林道等の情報を 代替路確保の

観点から 、 関係者間での緊密な共有を 図る 。【 事業者、 行政】  

○g －６  

〈 再掲〉  

 落橋、 変形等が予測さ れる 道路施設の耐震補強工事等の計画・ 実施と 建設する 場合

は耐震性を 考慮し た整備や電線共同溝事業を 推進し 、 道路機能の強化を 図る 。【 行政】 

○g －７  

〈 再掲〉  

 橋梁の長寿命化計画の策定、 予防的な修繕及び計画的な架け替え、 主要道路の代替

路を 確保する ための道路整備等により 、 複数ルート の確保を 図る 。【 行政】  

○g －８  

〈 再掲〉  

 道路法面の崩壊、 路面の損傷等が予測さ れる 危険個所については、 防災工事を 行う

など 道路施設の整備を 図る 。【 行政】  

○g －９  
 道路の路面下の空洞化によ る 陥没等を 防ぐ ため、 空洞化状況の効果的かつ効率的な

調査方法についても 検討を 行う 。【 事業者、 行政】  

 

 

（ ７ ） 制御不能な二次災害を 発生さ せない 

７ －１  市街地での大規模火災の発生 

○a －４  

〈 再掲〉  

消防が持つ救助車等の資器材の確保など体制整備と 消防本部と 連携する 消防団等 

の訓練環境を さ ら に充実・ 強化する。【 行政】  

○a －13 

〈 再掲〉  
地域の災害活動の拠点になる 消防本部、 消防団屯所の耐震化等を 推進する 。【 行政】 

○a －14 

〈 再掲〉  

消防本部の指令セン タ ーや消防救急無線等の情報通信施設等の高機能化及び耐災

害性の強化を 図る 。【 行政】  

○a －18 

〈 再掲〉  

地震火災への適切かつ効果的な消防活動のため、 活動体制、 消防職員・ 団員の非常

招集方法など の体制を 整備する 。【 行政】  

○ｂ －10 

〈 再掲〉  

各家庭への初期消火用具の普及及び自主防災組織等が初期消火活動を 積極的に行う

よ う 、 誘導育成に努める。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －11 

〈 再掲〉  

消防機関の指導の下に、 自主防災組織と 地域の事業者等と の連携によ り 、 初期消火、

応急救護、 避難、 避難誘導等の訓練を 行う 。【 町民、 事業者、 行政】  
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７ －１  市街地での大規模火災の発生 

○ｂ －12 

〈 再掲〉  

市街地の中心部で防災上特に重要な地区の指定と 建築材料、 構造等の制限、 市街地

の不良住宅地の改良促進によ り 、 住宅の不燃化、 住環境の整備を 図る 。【 町民、 行政】 

○ｂ －13 

〈 再掲〉  

街路、 公園緑地等の整備によ り 、 火災の延焼防止と 避難場所等と し ての機能の確保

を 図る。【 行政】  

○ｂ －30 

〈 再掲〉  
 地域の円滑な防災対策推進のため、自主防災組織の活動に積極的に参加する 。【 町民】 

○ｂ －31 

〈 再掲〉  

 自主防災組織の育成推進、 自主防災組織によ る様々な地域活動団体と の連携強化、

実践的で多様な世代が参加でき る 防災訓練の充実、 必要な資器材等の整備促進や自主

防災組織のリ ーダーの研修等に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

７ －２  沿線・ 沿道の建物倒壊による 直接的な被害及び交通麻痺 

○a －14 

〈 再掲〉  

消防本部の指令セン タ ーや消防救急無線等の情報通信施設等の高機能化及び耐災

害性の強化を 図る 。【 行政】  

○ｂ －１  

〈 再掲〉  

学校、 社会福祉施設、 保育所等の公共施設は避難所等と し ての使用も 勘案し 、 施設

の耐震化を 図る 。 なお、 学校施設の外壁等の非構造部材の耐震化等の剥落・ 落下防止

策を 推進する 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －３  

〈 再掲〉  

住宅及び民間建築物の耐震化の促進を 図る 。 特に、 緊急輸送道路沿いの民間建築物

について、 重点的な耐震化の促進に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －14 

〈 再掲〉  

所有者の意向を 踏まえつつ、 老朽空き 家の除却の支援や適正な管理助言等の対策を

推進する 。【 町民、 行政】  

○ｅ －３  

〈 再掲〉  

 災害情報の収集、 伝達の迅速化のための既存システム等を 活用し た情報通信体制の

整備と 耐震性の強化、 情報通信設備維持に必要な電源確保のための自動起立の非常用

発電機等の整備、 住民の情報収集体制確立のための防災ラ ジオの普及促進に努める 。  

【 町民、 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

７ －３  ため池、 防災施設等の損壊、 機能不全によ る 二次災害の発生 

○a －11 

〈 再掲〉  

「 減災」 を 基本理念と し て国、 県、 関係機関と 協力し 、 ハード ・ ソ フ ト の施策を 組合

せ、 各種災害から の防災対策を 効率的かつ効果的に推進する 。【 町民、 事業者、 行政】 

○ｈ －１  

〈 再掲〉  

 決壊時の被害予測と 迅速な避難の重要性を ハザード マッ プの活用によ り 、 町民に周 

知徹底し て町民の安全を 確保する 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －２  

〈 再掲〉  

 ため池の決壊等の未然に防止のため、 計画的な耐震診断・ 整備によ る 安全性の確保

と 農業用水の確保を 図る。【 事業者、 行政】  

○ｈ －３  

〈 再掲〉  

 防災上危険で放置するこ と のでき ないため池を 対象に、 保全又は機能廃止を 含めた

防災上の整備を 促進する。【 行政】  

○i －１  
〈 再掲〉  

 河川堤防の嵩上げや液状化対策など 地震対策を 行い、 新設に当たっ ては、 耐震性を  

考慮し て整備する 。【 行政】  

○i －２  

〈 再掲〉  

 河川流域の被害軽減のため、 維持・ 改修等を 行う と と も に、 国、 県が策定し ている 

「 河川整備計画」 に基づき 河積の確保や堤防の整備等を 行う 。【 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  
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７ －４  農地、 森林等の荒廃によ る被害の拡大 

○ｈ －５  

 防災・ 減災力の強化を 含め農業・ 農業地域の有する 多面的機能の維持・ 発揮の観点

から 地域住民の共同活動の支援、 農道、 水路、 ため池等の地域資源の保全・ 管理等を

行い、 こ れら を 通じ た地域防災力の強化を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －７  

〈 再掲〉  

 地域に根差し た植林の活用等、 自然と 共生し た多様な森林づく り を 推進する 。  

【 町民、 行政】  

○ｈ －８  

〈 再掲〉  

 地域コ ミ ュ ニティ と 連携し た森林の整備・ 保全活動によ り 、 森林が有する 多面的機

能を 発揮する 。【 町民、 行政】  

○ｈ －９  

〈 再掲〉  

 県、 関係団体と の連携し た森林整備、 治山対策の効果的・ 効率的な実施によ る 災害

に強い森林づく り を 推進する 。【 町民、 行政】  

○ｈ －10 

 鳥獣によ る 農林業被害によ り 、 耕作放棄地の発生等、 農地や森林の多面的機能の低

下を 防ぐ ため、 鳥獣の侵入防止や捕獲によ る 個体数の調整など、 ソ フ ト ・ ハード 両面

にわたる 総合的な対策を 推進する 。【 町民、 行政】  

○i －８  

〈 再掲〉  

 土石流や山地災害等の危険区域付近の住民に、 異常兆候を 早期に発見する こ と に留

意する旨の啓発や避難場所及び避難所、 避難経路、 避難方法、 情報の伝達手段等の設

定等、 土砂災害や山地災害の危険区域に対する 警戒体制を 強化する 。【 町民、 行政】  

○i －13 

〈 再掲〉  

 山地災害危険地は、 災害の未然防止のため、 危険度の高いと こ ろ から 、 優先的に治

山事業を 行う 。【 行政】  

 

 

（ ８ ） 大規模自然災害発生後であっ ても 、 地域社会・ 経済が迅速に再建・ 回復でき る 条 

件を 整備する  

８ －１  大量に発生する 災害廃棄物の処理の停滞によ り 、 復旧・ 復興が大幅に遅れる 事態 

○j －１  

災害廃棄物の処理は、 県等と の情報共有によ り 、 町災害処理計画を 被災の状況に 

応じ て具体化し 、 早期に処理に着手する。 また、 有害物質の混入は処理に支障を 及

ぼすため、 情報を 事前に把握する よう 努める。【 事業者、 行政】  

○j －２  
処理計画の実効性向上のため、 平時から 処理の実務経験者や専門的な技術（ 知識・

経験） 者のリ スト アッ プ、 研修会等により 人材の育成を 図る。【 事業者、 行政】  

○j －３  

処理施設の耐震化によ る 安全性の確保や応急復旧体制の構築、 休耕地を 含む仮置き

場及び処分場の追加選定、 広域応援体制の整備、 広域処理を 行う 地域単位での連携

等、 災害処理機能の多重化や代替性の確保を 図るよ う 努める。【 事業者、 行政】  

 
８ －２  災害発生後の道路啓開や復旧・ 復興を 担う 人材等（ 専門家、 コ ーディ ネータ ー、 労働者、 

地域に精通し た技術者等） の不足によ る道路啓開や復旧・ 復興が大幅に遅れる 事態 

○a －３  

〈 再掲〉  

発災後、直ち に実施すべき 応急業務や非常時優先業務を 適切に実施・ 継続する ため、 

業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） を 適宜見直し 実効性の向上を 図る 。【 行政】  

○a －９  

応急対策全般の対応力向上のため、 平素から 外部専門家の意見・ 支援を 活用でき る 

仕組みの構築、 発災後の迅速な応急対応、 復旧・ 復興のため、 退職者の活用や民間の

人材の任期付き 雇用等の人材確保策等の体制整備に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○a －10 

〈 再掲〉  

 発災時の道路啓開を 行う 人材など、 地域において、 災害時における 災害対応を 含む 

社会資本の維持管理が適切に行われる よう 、 担い手の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

 

８ －３  地域コ ミ ュ ニティ の崩壊、 治安の悪化等によ り 復旧・ 復興が大幅に遅れる 事態 

○a －３  

〈 再掲〉  

発災後、直ち に実施すべき 応急業務や非常時優先業務を 適切に実施・ 継続する ため、 

業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） を 適宜見直し 実効性の向上を 図る 。【 行政】  

○a －４  

〈 再掲〉  

消防が持つ救助車等の資器材の確保など体制整備と 消防本部と 連携する 消防団等 

の訓練環境を さ ら に充実・ 強化する。【 行政】  
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８ －３  地域コ ミ ュ ニティ の崩壊、 治安の悪化等によ り 復旧・ 復興が大幅に遅れる 事態 

○a －13 

〈 再掲〉  
地域の災害活動の拠点になる 消防本部、 消防団屯所の耐震化等を 推進する 。【 行政】 

○a －21 
避難地域では、 空き 巣や暴行・ 傷害行為等が発生する 可能性があり 、 避難地域及び

避難所等における 防犯や安全確保の体制整備を 図る 。【 行政】  

○ｂ －４  

〈 再掲〉  

文化財の所有者・ 管理者への防災意識の啓発と 町所有・ 管理の文化財の安全及び防

火設備の保守点検によ り 保存に努める 。【 町民、 行政】  

○ｂ －30 

〈 再掲〉  
 地域の円滑な防災対策推進のため、自主防災組織の活動に積極的に参加する 。【 町民】 

○ｂ －31 

〈 再掲〉  

 自主防災組織の育成推進、 自主防災組織によ る様々な地域活動団体と の連携強化、

実践的で多様な世代が参加でき る 防災訓練の充実、 必要な資器材等の整備促進や自主

防災組織のリ ーダーの研修等に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○l －１  

 地域住民に対する 防災意識の普及啓発、 学校における 防災教育の推進、 県等が主催

する 防災・ 危機管理に関する リ ーダー育成研修など を 通じ た人材育成等によ り 、 地域

防災力の強化を 図る。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｎ －１  

〈 再掲〉  

 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術について、

情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】  

 

８ －４  地盤沈下等によ る 長期の浸水によ り 復旧・ 復興が大幅に遅れる 事態 

○a －10 

〈 再掲〉  

 物資の緊急輸送が円滑に行える よう 、 道路啓開作業等の主体と なる 、 建設業者等の 

Ｂ Ｃ Ｐ 策定を 促進し 、 発災時の作業体制の確保に努める 。【 事業者、 行政】  

○i －１  

〈 再掲〉  

 河川堤防の嵩上げや液状化対策など 地震対策を 行い、 新設に当たっ ては、 耐震性を  

考慮し て整備する 。【 行政】  

○i －４  

〈 再掲〉  

想定し 得る 最大規模の浸水想定の公表、 ハザード マッ プの策定・ 周知によ る 住民の

避難体制を 確立と 排水機場等の排水施設の整備を 行い、 町民の洪水・ 内水から 円滑な

避難を 確保する 【 町民、 行政】  

○k －１  
 災害発生後の円滑な復旧・ 復興のため、 土地の権利関係を 明確にし た現地復元力の

ある 地籍図等の整理が必要不可欠であり 、 地籍調査事業を 促進する 。【 町民、 行政】  

○k －３  
 長期的視点での災害に強いまち づく り 推進のため、 地域防災計画と の有機的な連携

を 図り 、 関係機関と 連携し た都市の防災機能の強化を 図る 。【 町民、 行政】  

 

 

３  その他 

消防防災施設、 道路などの公共施設等の整備、 学校施設や社会福祉施設の耐震

化、 農林水産関係施設の整備などについて、 総合計画や地域防災計画などの定める

と こ ろ により 、 その充実・ 強化を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Ⅶ 計画の推進 

  Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルによる 計画の着実な推進 

  本計画を 着実に推進するにあたり 、 可能なも のについては、 計画の達成度や進捗状

況を 把握するために重要業績評価指標（ Ｋ Ｐ Ｉ ） を設定するこ と と し 、 重要業績評

価指標を 用いて、 実施に係る問題点、 国基本計画の修正内容を踏まえつつ、 Pl an

（ 施策の最重点化・ 見直し 、 他の関連計画の修正）、 Do( 施策の計画的な実施) 、

Check（ 進捗状況の把握、 結果の評価）、 Act i on（ 全体の取組の見直し ・ 改善） で構

成さ れるＰ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルによる点検、 見直し を 行っ ていく 。  

 

  

    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



指　　　　　標 現状（Ｒ２．４） 目標（Ｒ４．３） リスクシナリオ

1 防災拠点となる公共施設（庁舎、避難所等）の耐震化率 0.95 ─ 1-1・２、２－２・５、３－１

2 防災訓練の参加人数（年間） 1,631人 2,000人 １－２、２－２、５－３、８－３

3 地区別防災計画の策定地区数（累計） 1地区 4地区 ４－１、７－１・３

4 家具転倒防止対策促進事業補助件数（累計） 2件 8件 １－１

5 琴平町業務継続計画の策定 策定済 適切な改正
２－２・５、３－１、７－３、
８－２・３

6 防災士資格取得補助件数（累計） 6件 15件 ２－２、７－１・３，８－３

7 住宅用太陽光発電システム設置事業補助件数（累計） 97 127 ６－１

8 橋梁点検調査数（累計） 89 157

9 橋梁補修数（累計） 8 13

10 基幹道路整備率 1 1

11 防災機能を持たせた公園施設数 対象施設なし 対象施設なし １－１、７－１

12 町営住宅の長寿命化改善数（累計） 0戸 30戸

13 町営住宅建て替え及び用途廃止対象住宅除却数（累計） 4戸 34戸

14 民間住宅の耐震診断件数（累計） 26 28（R2)

15 民間住宅の耐震改修件数（累計） 7 9（R2)

16 民間住宅の危険ブロック塀等除去数（累計） 7 22（R2)

17 老朽危険空家の除去数（累計） 2 11（R2)

18 雨水幹線整備率（排水ポンプ、管渠等） 対象施設なし 対象施設なし

19 下水道施設耐震化率（排水ポンプ、管渠等） 対象施設なし 対象施設なし

20 下水道施設更新率（排水ポンプ、管渠等） 対象施設なし 対象施設なし

21 合併処理浄化槽設置整備補助件数（累計） 464 539

22 有害鳥獣による農業被害額 15,000円 15,000円

23 新規就農者数（累計） 0 1

24 農村集落法人数 4 5

25 地籍調査の進捗率 1.29㎢ 2.3㎢ ８－４

26 幼稚園、小学校等外壁改修率 0 1 １－１・２、３－１，７－２

27 耐震性防火水槽の整備件数（累計） 1 2 １－２、７－１・３

28 消防団員数 91人 100人 ２－２・３，７－１

19

重要業績評価指標（ＫＰＩ）

1-1・４、２－１・４、５－１・２・３、
６－３、７－２、８－１・２

１－１、４－１、７－２

１－１、７－２

６－２
下水道管渠の耐震化の対象は
管渠径が700ｍｍ以上であり、
琴平町の下水道の管渠の径は
200ｍｍであるため耐震化の対
象となる管渠はない。

７－４
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添付資料１  

【 起き てはなら ない最悪の事態（ リ スク シナリ オ） ごと の脆弱性評価結果】  

１  大規模自然災害が発生し た時でも 人命の保護が最大限図ら れる  

１ －１  住宅・ 建築物等の大規模倒壊や住宅密集地における 火災によ る 死傷者等の発生 

〇 住宅・ 建築物の耐震化については、 耐震化の必要性に対する 認識不足、 耐震改修の経済的負担が

大き いこ と から 、 耐震化の推進に関する き め細かな対策が必要である 。 また、 外壁、 天井など 非構

造部材の耐震対策を 推進する 必要がある 。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 大規模地震や風水害が発生し た時に被害を 受けやすい電柱、 盛土造成地等の施設・ 構造物の脆弱

性を 解消する ため、 それら の安全性を 向上さ せる 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 住宅・ 建築物等の火災予防・ 被害軽減のための取り 組みを 推進する 必要がある 。 また、 大規模火

災のリ スク の高い地震時等に著し く 危険な住宅密集地の改善整備については、 避難経路の整備、 建

築物の不燃化等によ り 、 官民が連携し て計画的な解消を 図る 必要がある 。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 管理が不十分な老朽化し た空き 家は、 防災上のみなら ず、 防犯上も 危険である ため、 所有者

の意向を 踏まえつつ、 危険と 判断さ れた場合は、 早期の除却が必要である。【 町民、 行政】  

〇 災害予防のため、 文化財及び文化施設の安全管理及び対策を 行う 必要がある 。【 町民、 行政】  

〇 大規模地震・ 火災から 人命の保護を 図るための救助・ 救急体制の絶対的不足が懸念さ れるた

め、 広域的な連携体制を 構築する 必要がある 。【 行政】  

〇 多数の帰宅困難者、 観光客等の受入れに必要な一時滞在施設の確保を 図る 必要がある 。  

【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇防災拠点と なる公共施設、 住宅等の耐震化 

〇救助・ 救急体制の充実（ 交通施設の整備含む）  

 

１ －２  不特定多数が集まる 施設の倒壊・ 火災 

〇 大規模集客施設において、 地震、 火災の発生、 それに伴う 停電等の発生、 情報提供の遅れ等複

数条件が重なる こ と によ る 利用者のパニッ ク が発生する 可能性がある 。 また、 混雑状況が激し

い場合、 集団転倒など によ る 人的被害が発生する 可能性がある ため、 その対策が必要である 。

【 事業者、 行政】  

〇 住宅・ 建築物の耐震化については、 耐震化の必要性に対する 認識不足、 耐震改修の経済的負担が大

き いこ と から 、 耐震化の推進に関するき め細かな対策が必要である。 また、 外壁、 天井など非構造部

材の耐震対策を 推進する必要がある 。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 建築物等すべてを 短期間で耐震化する こ と は困難であり 、 また、 火災の発生の原因はさ まざ

まである こ と から 、その対応のため、装備資機材の充実、各種訓練によ る災害対応機関等の災害

対応の能力の向上を 図る こ と が必要である 。【 町民、 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇防災拠点と なる公共施設の耐震化 

〇指定避難所の耐震化 

〇災害対応機関の能力向上 
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１ －３  大規模な土砂災害、 金倉川、 満濃池の決壊による 多数の死傷者の発生 

〇 土砂災害警戒区域の指定等は行われている が、 災害情報の迅速な伝達及び住民の避難行動の

実施については、 より 確実にする ための検討が必要である 。【 町民、 行政】  

〇 満濃池の決壊に関し て、 漠然と し た危機意識が町民にある が、 決壊によ る 具体的な被害様相

が明確に理解さ れている かは疑問があり 、住民に氾濫の規模、具体的対応要領を 理解さ せ、被災

時に迅速に避難する意識を 持たせせる ための方法や要領を 検討する 要がある 。【 町民、 行政】  

〇 土砂災害及び満濃池の決壊浸水ハザード マッ プ の住民に対する 周知、 対応行動を 徹底する 必

要がある 。【 町民、 行政】  

〇 管理放棄に伴う 森林・ 農地の保全機能の低下、 豪雨発生頻度の増加等によ り 土砂災害の発生

リ スク は高まっ ており 、人的被害が発生する恐れがある。こ のため、地域と 連携し た放棄地の適

切な管理や多様な森林づく り を 行う 必要がある 。【 町民、 行政】  

〇 避難所を 確保する ため、 地域と 連携し た施設等の管理等について検討する 必要がある 。  

【 町民、 行政】  

重要業績指標 

〇ハザード マッ プの作成と 町民への周知の徹底（ Ｒ ２ 年度作成予定）  

〇今年度作成のハザード マッ プに満濃池決壊時の被害想定の取り 込み 

 

１ －４  異常気象等による 広域かつ長期間の市街地の浸水 

〇 大規模な風水害に備え、県等と 連携し た河川整備計画に基づいた河道掘削、堤防強化、洪水調

整施設の整備・ 機能強化等の対策を すすめる と と も に、 排水機場等の排水施設の整備を 推進す

る 。 また、 洪水時の避難を 円滑かつ迅速に行う ため、 洪水ハザード マッ プの作成、 防災情報の収

集・ 提供要領の検討、地域水防能力の強化等のソ フ ト 対策を 組み合わせて実施し 、 大規模災害の

未然防止のため、 それら を 一層、 推進する 必要がある 。【 町民、 行政】  

〇 長期的な避難生活を 克服する ため、 家庭内、 公的備蓄を 含め生活の維持に必要な物資を 確保

する と と も に、 公的支援の供給要領を 具体的に検討するこ と が必要である。  

【 町民、 事業者、 行政】  

〇 河川国道事務所、 県等と 連携し て、 最新のハザード マッ プ を 作成し 、 町民に周知・ 徹底する 必

要がある 。【 町民、 行政】  

〇 河川堤防の優先順位に基づく 嵩上げや液状化対策等、 地震対策を 行う と と も に、 新設に当た

っ ては、 耐震性を 考慮し て整備する 必要がある 。 また、 整備に当たっ ては、 自然と の共生、 環境

と の調和に配慮する必要がある。【 行政】  

〇 自然災害から の避難を 確実に行う ため、 避難場所及び避難経路の整備・ 確保、 避難所の耐震

化、 沿道建築物等の耐震化など関係機関が連携し て進める 必要がある 。【 町民、 行政】  

重要業績指標 

〇ハザード マッ プの作成（ Ｒ ２ 年度作成予定）  

〇河川整備等の実施 

〇内水氾濫ハザード マッ プの作成検討 
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１ －５  情報伝達の不備等による 避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

〇 災害情報の収集、伝達の迅速化のため、既存のシステム等を 活用し た情報通信体制の整備、耐

震性の強化を 図る と と も に、 通信設備の維持に必要な電源確保のため、 自動起立の非常用発電

機等の整備に努める。  

 また、 町民への防災ラ ジオの普及促進にも 努め、 住民の情報収集体制も 確立する 。【 町民、 行政】 

〇 災害時に観光客等の帰宅支援を 円滑に行う ため、 安全な場所への避難誘導方法や公共交通機

関の運行状況、 宿泊可能な避難所・ ホテル等宿泊施設の案内等を 迅速に提供でき る 体制を 整備

する 。【 事業者、 行政】  

〇 災害時における情報通信、放送の送受信を 確保するため、施設等の耐震性の強化、放送機材等

の落下・ 転倒防止、 非常用電源の充実、 応急復旧体制の整備等の防災対策を 推進する 。【 事業者】 

〇 消防本部の指令セン タ ーや消防救急無線等の情報通信施設等の高機能化及び耐災害性の強化

を 図る 。【 行政】  

〇 避難に関する 情報伝達方法について、 防災行政無線を はじ めと し て多様な手段を 検討し 、 そ

の整備に努める と と も に、情報の収集・ 伝達業務の担い手と なる 職員の確保・ 育成等の体制整備

に努める 。【 行政】  

〇 情報の伝わり にく い高齢者、 障がい者等の要配慮者に対し ては、 その特性に応じ た手段で伝

達を 行う など、 自主防災組織等の多様な主体の協力を 得ながら 、 情報伝達体制の整備に努める。

【 町民、 行政】  

〇 高齢者、 障がい者等の要配慮者のう ち 避難行動要支援者について、 避難行動要支援者名簿 

を 作成すると と も に、 警察や消防機関、 自主防災組織など に対し 、 名簿を 提出する など 避難を  

支援する 体制の整備を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇情報通信体制の整備 

〇観光客等帰宅支援要領の検討 

〇要配慮者に対する 情報伝達、 避難支援等の検討 
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２  大規模自然災害発生直後から 救助・ 救急、 医療活動等が迅速に行われる  

（ それがなさ れない場合の必要な対応を 含む）  

２ －１  町内での食料・ 飲料水等や生命に関わる 物資の供給の長期停滞 

〇 地域内輸送拠点から 避難時までの輸送経路を 確実に確保する ため、 輸送基盤（ 車両、 拠点施

設、 道路啓開能力等） の災害対策を 進める と と も に、 国道、 県道を 含め町内輸送ルート の確保を

図る 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 大規模災害が発生し た場合に速やかな救命・ 救急、 救助活動や緊急物資輸送体制を 強化する

ため、 町内の道路整備を 進める必要がある 。 また、 国、 県の道路啓開計画と 連携し た啓開すべき

町内道路の優先順位の検討、 避難所への予備経路等の選定が必要である 。【 行政】  

〇 発災後、 迅速な救命活動や物資輸送等を 円滑に行う ための道路啓開に向けて関係機関と の連

携、 必要資器材の充実、 情報収集・ 共有などの体制整備を 図る 必要がある。【 事業者、 行政】  

〇 避難所の限ら れた狭い居住スペース、 ト イ レ の不足、 保健・ 医療従事者の不足、 テン ト や車中

泊等によ り 、 保健衛生環境が悪化する 可能性があり 、 その対策が必要である 。【 行政】   

〇 水道企業団と の密接な連携を 保持し た避難所での給水、 避難所以外での避難者に対する 応急

給水点の整備を 検討する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 災害時の燃料等の貯蔵・ 取扱いに関する ガイ ド ラ イ ン について、 関係機関へ周知を 行い、災害

対応拠点、 避難所、 病院等への燃料等の継続的な供給体制を 検討する 必要がある 。 また、 普段か

ら 町内の販売店と 協定を 締結し 、 円滑な入手を 図る と と も に、 輸送手段を 確立し ておく 必要が

ある 。【 事業者、 行政】  

〇 国、 県から のプッ シュ 型支援の地域内輸送拠点における 受領体制の確立を 図る と と も に、 町

と し ての物資調達・ 輸送体制の整備を 図る 必要がある。また、プル型支援への早期転換を 図る た

め、 情報収集、 物資供給体制及び対応手順の検討を 進める 必要がある 。【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇各指定避難所への複数輸送路の選定 

〇道路啓開の優先順位の確立と 建築業者等と の連携 

〇物資供給先の各機関と の連携（ 協定等の状況）  

 

 

２ －２  消防等の被災等によ る救助・ 救急活動の絶対的不足 

〇 消防等の災害対応能力強化のための体制、 装備資器材の充実強化を 図る 必要がある 。 加えて

消防団の体制・ 装備、 訓練の充実強化や自主防災組織の充実強化を 図る必要がある。 また、 道路

啓開を 行う 建設業の人材確保を 促す必要がある 。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 町外から の応援部隊の受入れ、 連携活動の調整方法等について、 事前に明確にし ておく 必要

がある 。【 行政】  

〇 災害対応を 行う 各機関相互の情報共有体制について検討する と と も に、 可能な限り 、 対応要

領の標準化を 図り 、 明確な目的の下、 合同訓練を 行う 必要がある。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 消防署、消防団屯所等の耐災害性を 強化する と と も に、情報通信機能の耐災害性の強化、高度

化を 図る 必要がある。【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇消防署、 消防団屯所等の耐災害性 

〇装備等の充実と 合同訓練等の実施 
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２ －３  救助・ 救急、 医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

〇 需要側において、 災害に備え燃料タ ン ク や自家発電装置の設置等を 進める こ と が必要である 。

特に、 医療施設や福祉施設においては、 災害時にエネルギー供給が長期間途絶する こ と を 回避

する ための対策を 検討する 必要がある 。【 町民、 事業者】  

〇 救助・ 救急活動に従事する 車両等へのエネルギー供給のため、 優先使用に関する 協定等を 締

結し 、 活動基盤を 整備する 必要がある 。【 行政】  

〇 エネルギー供給のためのイ ン フ ラ の被災軽減・ 回避対策を 行う と と も に、 早期復旧の体制を

整備する 必要がある。【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇病院等の自家発電装置の整備 

〇四国電力送配電株式会社と の連携強化（ 情報共有体制の確立）  

〇石油燃料等の安定供給対策 

 

２ －４  想定を 超える 大量かつ長期の帰宅困難者等への水・ 食料等の供給不足 

〇 多数の帰宅困難者、 観光客等の受入れに必要な一時滞在場所の確保、 徒歩での帰宅を 支援す

る 体制を 推進する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 帰宅困難者、観光客、町民の避難所への収容要領の検討及び避難所と なる 学校等の耐震性、防

災機能の充実を 図る必要がある。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 帰宅等のための交通イ ン フ ラ の早期復旧に関する 関係機関と の連携や対応要領等について検

討を 行う 必要がある。【 事業者、 行政】  

〇 水、 食料等の備蓄、 支援要請、 調達等について検討を 行い、 必要量等の予測を 明確にし ておく

必要がある。【 行政】  

〇 町職員、 施設等の被災による 機能の低下を 回避する必要がある 。【 行政】  

重要業績指標 

〇一時滞在場所の確保（ 避難所と 併用する 場合の滞在要領の明確化）  

〇備蓄、 支援受け量等の明確化 

 

２ －５  医療施設等及び関係者の絶対的不足・ 被災、 支援ルート の途絶によ る 医療機能等の麻痺 

〇 大量の負傷者等の発生は、 応急処置、 搬送、 治療能力を 上回り 、 本町のみでの対応は困難が予

測さ れる 。 こ のため、 県の災害医療体制（ 主に中讃地区の対応） と 連接し た対応について、 日頃

から 連携を 図る 必要がある 。（ 官民の連携は当然行う ）【 事業者、 行政】  

〇 医療活動に必要な物資を 継続的に提供でき る 体制を検討する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 医療従事者、 医療施設の生存性を 低下さ せない施策を 検討する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 社会福祉施設はその特性上、孤立する こ と が考えら れ、保健・ 医療支援が適切に受けら れる体

制を 整備する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇医療施設の耐震性等、 健在性の向上 

〇県全体の災害医療体制の中で中讃保健所管内の医療体制の理解と 連携の強化 

〇町内、 中讃地区の交通網の早期復旧体制（ 道路啓開） の構築 
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２ －６  町内における 疫病・ 感染症等の大規模発生 

〇 感染症の発生・ まん延を 防ぐ ため、 平素から 予防接種を 促進する 必要がある 。 また、 家庭内、

事業所等各施設における 害虫駆除、 消毒等が実施でき る体制を 構築し ておく 必要がある 。  

【 事業者、 行政】  

〇 季節特性に応じ た家庭、 避難所等における 疾病予防対策を 検討し 、 体制を 確立し ておく 必要

がある 。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 医療活動の飽和を 回避するため、疾病・ 感染症の拡大抑制に対する取組を 県等と 連携し 、着実

に推進する必要がある 。【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇法に基づく 予防接種の確実な実施 

〇災害時の家庭、 避難所、 事業所の生活環境、 特に衛生環境の整備 

 

 

３  大規模自然災害発生直後から 必要不可欠な行政機能は確保する  

３ －１  町職員等の被災、 庁舎施設等の被災によ る 機能の大幅な低下 

〇 首長・ 幹部職員、 職員の被災、 不在は町業務に混乱を 生じ さ せ、 業務の機能不全が発生するこ

と と なる 。 こ れは、 事後のすべての災害対応、 復旧・ 復興に直接、 影響を 及ぼすため、 極めて重

要であり 、 いかなる 大災害が発生し た場合も 町業務が機能不全に陥ら ない体制を 維持する こ と

が必要である 。【 行政】  

〇 実効性あるＢ Ｃ Ｐ の策定及び継続的な見直し 等により 、 業務継続体制を 強化する 必要がある 。 

  【 行政】  

〇 災害によ っ ては、 町庁舎での災害対応ができ ない場合があり 、 代替施設での活動に必要な資

器材の整備を 推進する 必要がある 。また、現在の町庁舎の耐震化ある いは建て替え等によ り 、庁

舎での災害対応ができ る 体制を 整備する必要がある 。（ 電力、 情報通信機能等）【 行政】  

〇 公共施設等の吊り 天井等の非構造部材の耐震化の推進を 図る 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 電力供給が遮断さ れた場合に、 住民を 受け入れる 避難所や公共施設等の防災拠点において、

避難生活等に必要な電力を 確保する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 災害対応が長期間に及ぶ場合にも 非常時優先業務を 継続でき る よ う 、 Ｂ Ｃ Ｐ に基づき 、 庁舎

の健全性、 電力、 情報・ 通信システム、 代替施設、 食料等の備蓄等を 推進する 必要がある。  

【 行政】  

〇 庁舎等そのも のの被災だけでなく 、 周辺イ ン フ ラ の被災やエネルギー供給の途絶等によ る 機

能不全の可能性があり 、 各災害形態に応じ た対策と 石油製品の備蓄等を 推進する 必要がある 。  

 【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇実効性ある Ｂ Ｃ Ｐ の策定、 継続的見直し  

〇庁舎の耐震化ま たは建て替えの促進と 代替施設への必要資機材の整備 

〇電力確保施策を 重視し た体制整備 
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４  大規模自然災害発生後から 必要不可欠な情報通信機能は確保する  

４ －１  情報・ 通信の麻痺・ 長期停止によ り 災害情報が必要な者に伝達さ れない事態の発生 

〇 大規模自然災害による 電力供給網、 需要側、 通信システム等の被災によ り 、 災害情報の発信、

受信ができ ない可能性があり 、 公共施設を 中心にし た耐災害性を 有する 情報通信機能の強化を

図る 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 電力の長期供給停止を 回避する 対策の確立と 地域の防災対策を 着実に推進する 必要がある。  

  【 事業者、 行政】  

〇 民間通信事業者の回線停止の場合も 救助活動ができ る よ う に消防等の情報通信システ ムの耐

災害性の向上を 図る必要がある。【 事業者、 行政】  

〇 災害時に住民への災害情報が伝達でき る よ う 、 町と 自主防災組織が連携し て平素から 対策を

講じ ておく 必要がある 。【 町民、 行政】  

〇 災害に備えた防災ラ ジオの普及促進、 防災行政無線システムの堅牢性の確保を 更に推進する

必要がある。【 町民、 行政】  

〇 観光客が多く 訪れる 特性から 、 外国人を 含めた来訪者に対する 情報伝達手段を 構築する と と

も に、 平素から コ ミ ュ ニケーショ ン を と り 得る 体制を 整備する 必要がある。  

【 町民、 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇情報通信手段の多重化 

〇防災ラ ジオの普及（ 全戸設置を 追及）  

 

 

５  大規模自然災害発生後であっ ても 経済活動（ サプラ イ チェ ーンを 含む） を

機能不全に陥ら せない 

５ －１  社会経済活動、 サプ ラ イ チェ ーン の維持に必要なエネルギー供給の停止 

〇 電力確保のため、 事業者によ る 停電後における 供給体制の確立と 需要側の耐災害性を 強化す

る 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 燃料供給ルート を 確実に確保する ため、 輸送基盤の耐災害性を 強化する と と も に、 災害後の

迅速な復旧のため、 関係機関が連携し て、 資器材の充実、 情報共有体制整備等を 図る 必要があ

る 。また輸送のための諸手続き について、日頃から 周知する と と も に、手続き の改善等を 検討す

る 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 町内企業に対し て、 Ｂ Ｃ Ｐ 策定の必要性についての普及啓発を 図り 、 企業がＢ Ｃ Ｐ を 策定し 、

早期に活動でき る 体制を 確立する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 被災後は燃料供給量に限界がある ため、 優先供給について、 事業所と 平素から 連携を 確立し

ておく こ と が必要である 。【 事業者】  

重要業績指標 

〇輸送路の確保（ 道路啓開計画の作成）  

〇企業のＢ Ｃ Ｐ 策定の促進 
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５ －２  産業施設の損壊、 火災、 爆発等 

〇 産業施設の耐災害性、 被害を 最小化する ため消防活動基盤及び水利、 道路等移動路の災害対

応力を 強化する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 有害物質の拡散・ 流出等防止のため、 事業者によ る 資器材の整備及び訓練等の体制整備を 促

進する と と も に、 発生時の健康被害や環境への影響を 防止する 施策の検討が必要である 。  

【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇事業者の各種災害対応体制の整備促進 

 

５ －３  食料等の安定供給の停滞 

〇 町全域にわたる災害を 想定し 、 町内外での調達を 含め、 食料の確保、 保管、 供給について、 関

係事業者及び施設管理者と の協定を 含めた連携要領を 検討し ておく こ と が必要である。  

【 事業者、 行政】  

〇 災害時に食品等の流通に係る 事業を 継続ある いは早期に再開さ せる ため、 主に町内の大型小

売店、 運輸・ 倉庫事業者、 町の連携・ 協力体制を 拡大・ 定着さ せる こ と が必要である。  

【 事業者、 行政】  

〇 災害時に食料等を 迅速かつ的確に供給する ため関係事業者等と の物資搬送訓練の実施を 検討

する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 農業に係る 生産基盤等への災害に対応する ため、 ため池や基盤的農業水利施設、 農道等の改

修・ 整備を 推進する と と も に、 施設管理者と 非農業者を 含めた地域住民が連携し た、 施設の保

全・ 管理を 推進する必要がある。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 食料等の安定供給のためには、 供給元から 使用者まで一貫し た流れの確保が必要であり 、 各

種事態に応じ た各施設、 輸送基盤等の災害対応力を 強化する必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇食料等供給元の確保（ 協定等）  

〇輸送基盤、 施設等の耐災害性の強化 

 

 

６  大規模自然災害発生後であっ ても 生活・ 経済活動に必要最低限の電気、  

ガス、 上下水道、 交通ネッ ト ワーク 等を 確保する と と も に、 こ れら の早期 

復旧を 図る  

６ －１  電気、 ガス等の長期間にわたる 機能停止 

〇 被災によ る電力供給の早期復旧を 図る ため、平素から の復旧資機材の準備、発変電所・ 送電網

や電力供給システムの災害対応能力の強化を 図る必要がある。【 事業者】  

〇 ガス供給施設の耐災害性の強化を 図る と と も に、 Ｌ Ｐ ガスの住家における 転倒や流出防止策

等を 確実に行う 必要がある 。【 町民、 事業者】  

〇 エネルギー供給施設の災害に備え、 自衛防災組織の充実強化と 関係機関によ る 合同訓練実施

等を 推進する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 エネルギー供給源の多様化のため、 再生可能エネルギー等の自立・ 分散型エネルギーの導入

を 促進する必要がある 。【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇エネルギー供給源の耐災害性の強化 
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６ －２  上下水道等の長期間にわたる 供給停止等 

〇 上水道の安定供給のため、 水道事業団と の連携を 確保し 、 断水を 最小期間にし 得る 対策を 準

備する 必要がある 。 また、 給水点を 設けた臨時の給水要領等の準備を する必要がある。  

【 事業者、 行政】  

〇 上下水道の運用には電力が必要であり 、 非常用発電機の整備や使用燃料の継続的な確保施策

を 確立し ておく 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 上下水道の配管等の損壊を 防止する ため、 配管の耐災害性を 高める と と も に、 破損時の復旧

に必要な資機材、 人員等の体制整備を 図る 必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 老朽化し た単独浄化槽については、 合併浄化槽への転換等を 促進する必要がある。  

【 町民、 事業者、 行政】  

〇 下水道施設及び管路の耐震化の推進、 停電対応と し ての非常用電源の整備及び燃料等の継続 

的供給体制を 整備する 必要がある 。【 行政】  

重要業績指標 

〇配管等の耐災害性の向上 

〇復旧体制の整備 

 

６ －３  地域交通ネッ ト ワーク が分断する 事態 

〇 道路、 鉄道等地域を 支える 交通ネッ ト ワーク の被災は、 救出・ 救助、 生活物資の流通に大き な

影響を 与える ため、 早期復旧が可能な体制と 迂回路等、 複数手段を 検討し ておく 必要がある 。

【 事業者、 行政】  

〇 発災直後は周辺の状況や交通機関の被災状況によ っ ては、 利用者が避難・ 帰宅でき ない場合

があり 、 迅速な輸送経路確保のため、 関係機関が連携し た情報収集、 共有、 提供など 必要な体制

整備を 図る必要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 物流イ ン フ ラ の被災に対し て、 関係機関相互の連携・ 協力の下、 ハード ・ ソ フ ト 両面の対策に

ついて事前に十分に準備する 必要がある。【 事業者、 行政】  

〇 国道３ ２ ・ ３ １ ９ 号の幹線道路の分断の態様によ っ ては、 町外から の流通が遮断さ れる 可能

性があり 、 県道等の代替経路の選定等、 事前の検討が必要である。【 事業者、 行政】  

〇 ネッ ト ワーク 維持のためには、 輸送基盤を 確保する こ と が必要であり 、 こ れに対する 対策を

着実に推進する 必要がある 。【 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇関連事業者のＢ Ｃ Ｐ の策定 
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７  制御不能な二次災害を 発生さ せない 

７ －１  市街地での大規模火災の発生 

〇 大規模地震発生後の市街地での火災は、 地震被害対応と 相まっ て、 人員、 資機材が限定さ れ、

対応行動が十分と は言えない状況が起こ る 可能性がある。こ のため、消防等の体制・ 装備資機材

等の充実強化を 図ると と も に、 通信基盤・ 施設の堅牢化・ 高度化を 推進する 必要がある 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

〇 地震後の火災は、 調理等に使用する 火気、 電気制品等への再通電等によ り 発生する こ と が多

く 、 町民と 一体と なっ た火災予防・ 被害軽減のための取組を 推進する 必要がある 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

〇 町内における 大規模火災のリ スク の高い家屋密集地域の改善整備、 公園等の避難地、 建物の

不燃化等についても 検討する 必要がある。【 町民、 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇消防団員の継続的な勢力保持、 装備等更新の促進 

〇町民に対する火災予防に関する 啓発 

 

７ －２  沿線・ 沿道の建物倒壊によ る 直接的な被害及び交通麻痺 

〇 災害対応中の直接被害及び被害によ る 道路等の交通麻痺によ り 、救助・ 救急活動、 必要資機材

の到着遅延等が発生し 、 二次被害を 発生さ せる 可能性があり 、 沿線・ 沿道の住宅、 建物等の耐災

害性の向上を 図る 必要性がある。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 救助・ 救急活動、物資輸送に必要な道路が交通信号機の停止等により 渋滞するこ と によ り 、活

動を 阻害し て二次災害を 発生さ せる 可能性があり 、 こ の耐災害性、 予備手段の検討等を 行う 必

要がある 。【 行政】  

重要業績指標 

〇建物等の耐災害性の向上 

 

７ －３  ため池、 防災施設等の損壊、 機能不全によ る 二次災害の発生 

〇 地震、 台風・ 豪雨等によ る ため池の決壊は、 下流域でのリ スク があり 、 定期的な点検等を 行

い、 その対策を 検討する 必要がある 。【 町民、 事業者、 行政】  

〇 金倉川、 土器川等は豪雨等によ り 浸水する 危険性があり 、 県等と 連携し て河川整備を 計画的

に実施する必要がある 。【 行政】  

〇 町役場を 含め災害対応に関係する 施設等がその機能を 発揮でき なければ、 救助・ 救急活動の

継続が困難になる と と も に、 避難所が不足する 事態も 発生し 、 被害を 拡大さ せるため、 県、 町、

町民、施設管理者が連携し て、ハード と ソ フ ト を 適切に組合せた対策により 、こ れら 施設等の耐

災害性の向上を 図る必要がある。【 町民、 行政】  

重要業績指標 

〇ハザード マッ プの適宜の修正と 町民への周知・ 活用 

〇ため池等の計画的点検 

〇河川整備の継続 
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７ －４  農地、 森林等の荒廃によ る 被害の拡大 

〇 農地や農業水利施設等については、 地域の主体性・ 協働力を 活かし た地域コ ミ ュ ニテ ィ 等に

よ り 、 地域資源と し て適切な保全管理や自立的な防災・ 復旧活動の体制整備を 推進する 必要が

ある 。【 町民、 行政】  

〇 森林については、 町の森林整備計画に基づき 、 適切な間伐等の森林整備や総合的かつ効果的

な治山対策を する 必要があり 、こ の際、 地域コ ミ ュ ニティ 等と の連携を 図り つつ、 森林の機能が

適切に発揮さ れる ための総合的な対応を と る 必要がある。【 町民、 行政】  

〇 森林の整備に当たっ ては、 地域に根差し た植生の保全、 自然と 共生し た多様な森林づく り が

図ら れる よう 対応する 必要がある 。【 町民、 行政】  

〇 鳥獣によ る 農林業被害によ り 、 耕作放棄地等の発生等、 農地や森林の多面的機能の低下が想

定さ れる ため、 ソ フ ト ・ ハード の両面にわたる 総合的な対策を 推進する 必要がある 。  

 【 町民、 行政】  

重要業績指標 

〇地域と 連携する保全管理の実施 

 

 

８  大規模自然災害発生後であっ ても 、 地域社会・ 経済が迅速に再建・ 回復で 

き る 条件を 整備する  

８ －１  大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞によ り 、 復旧・ 復興が大幅に遅れる事態 

〇 大規模自然災害においては、 災害廃棄物が大量に発生する が、 被害想定における 発生量を 基

準に策定し た町の災害廃棄物処理計画に基づき 、 予備の仮置き 場等を 検討する 必要がある。  

【 事業者、 行政】  

〇 国の災害廃棄物対策指針を 踏まえた町の災害廃棄物処理計画に基づいた適切な処理を 行える

よ う 、 計画の実効性向上のため、 町内の人材育成、 関連事業者と の連携を 強化する 必要がある。

【 町民、 事業者、 行政】  

重要業績指標 

〇災害廃棄物処理計画の実効性の向上 

〇事業者、 町民の理解促進と 連携 

 
８ －２  災害発生後の道路啓開や復旧・ 復興を 担う 人材等（ 専門家、 コ ーディ ネータ ー、 労働者、 

地域に精通し た技術者等） の不足によ る 道路啓開や復旧・ 復興が、 大幅に遅れる事態 

〇 建設業者等と の協定締結が進めら れている が、 道路啓開や復旧・ 復興を 担う 人材等の育成に

関し て横断的な取組が十分と は言えない。また、建設業等における 若者の減少、技能者の高齢化

など 担い手不足が懸念さ れており 、 担い手の確保・ 育成の観点から 就労環境の改善等を 図る 必

要がある 。【 事業者、 行政】  

〇 町職員・ 施設等の被災による 機能低下を 防止する 施策を 検討する 必要がある 。【 行政】  

重要業績指標 

〇建設業者等と の連携強化 

〇災害対応施設の耐災害性の向上 
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８ －３  地域コ ミ ュ ニティ の崩壊、 治安の悪化等によ り 復旧・ 復興が大幅に遅れる 事態 

〇 災害発生時は特に地域の結束力、繋がり が重要であり 、こ のため普段から の防災訓練、事例や

災害対応要領の共有等によ る 地域防災力の強化を 図る 必要があり 、 町と し て、 こ れに対する 支

援等を 行う 必要がある 。【 町民、 行政】  

〇 災害時、 地域の活動を 支援する 役場職員の被災を 最小限にする ため、 施設等の耐災害性の向

上を 図る 必要がある。【 行政】  

〇 避難地域における 空き 巣や暴行・ 傷害行為が発生する 等、 被災地全体の治安が悪化する 可能

性があり 、 琴平警察署、 自治会等と 連携し た対応を 検討する必要がある 。【 町民、 行政】  

〇町の災害対応拠点、 琴平警察署（ 交番含む） 等の耐災害性の向上 

〇自治会（ 自主防災組織） が行う 防災訓練等への積極的な支援の継続 

 

８ －４  地盤沈下等による 長期の浸水によ り 復旧・ 復興が大幅に遅れる 事態 

〇 平素から 空間地理情報を 整備する と と も に、ハザード マッ プを 作成・ 公表し 、町民の災害に対

する 意識、 対応行動力を 向上さ せる 必要がある 。【 町民、 行政】  

〇 土器川、 金倉川流域での被害権限のため、 流域減災対策を 推進する 必要がある 。【 行政】  

〇 災害後の迅速な復旧・ 復興のためには、 地籍調査によ り 土地境界等を 明確にし ておく こ と が

重要であり 、 継続的な地籍調査を 行う 必要がある。【 町民、 行政】  

〇ハザード マッ プの作成・ 公表 

〇地籍調査の進捗 
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添付資料２  

【 施策分野ごと の推進方針】  

（ 個別施策分野）  

○a 行政機能／警察・ 消防等、 ○ｂ 住宅・ 都市、 ○ｃ 保健医療・ 福祉、 ○ｄ エネルギー、  

○e 情報通信、 ○ｆ 産業、 ○g 交通・ 物流、 ○ｈ 農林水産、 ○i 国土保全、 ○ｊ 環境、 ○ｋ 土地利用 

（ 横断的分野）  

○ｌ 地域防災力の強化、 ○ｍ 老朽化対策、 ○ｎ 新技術対策、 ○o 広域連携 

 

個別分野 

１  行政機能／警察・ 消防（ 記号： ○a ）  

施策分野 推進方針【 実施主体】  

行政： 施設等の耐震化の促進等 

○a －１  
発災時、 応急対策活動の拠点と なる本庁舎を はじ め、 代替施設や公共施設を

防災上重要建築物と し て指定し て、 耐震性の確保を 図る。【 行政】  

○a －２  

防災拠点施設などにおいて、 非常用電源・ 自家発電設備や太陽光発電設備と

蓄電池を 組み合わせた設備等の整備に努める と と も に、停電や燃料不足によ り

災害対応に支障を 来すこ と がないよ う 、非常用電源の運転等に必要な燃料の供

給等について民間事業者等と 協定を 締結する など調達の確保を 図る 。  

【 事業者、 行政】  

行政： 業務継続体制の確保 

○a －３  

いかなる 災害においても 、 発災後、 早期に実施すべき 応急業務や継続する 必 

要性が高い非常時優先業務を 適切に実施し 、 また継続する ため、 その業務に必

要な人員・ 資源の確保・ 配分等を 定めた業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） を 策定する と

と も に、 毎年度見直し を 図る 。【 行政】  

行政： 訓練環境の充実強化等 

○a －４  

大規模災害における救助活動能力を 高める ため、 救出・ 救助活動の主体であ 

る 消防が持つ救助車等の資機材の確保など体制整備を 図る と と も に、消防本部

と 連携する 消防団等の訓練環境を さ ら に充実・ 強化する。【 行政】  

○a －５  

計画的に職員の災害対応訓練を 実施すると と も に、自主防災組織または自治 

会が実施する 防災訓練等の内容充実を 図り 、町民が様々な機会の訓練に参加す

る よ う 促す。【 町民、 事業者、 行政】  

行政： 防災関係機関相互の連携強化や広域応援・ 受援の体制整備 

○a －６  

災害においては関係機関相互の連携が重要であり 、各機関においては相互応 

援協定等の締結など、 平時から 連携を 強化し ておく こ と が必要である 。  

避難所の相互利用等を 含めた自治体間の応援・ 協力活動を 円滑に行う ため、 応

援協定の締結など、 相互応援体制の整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○a －７  
災害時に同時に被災を 受けない観点から 、 遠隔地の自治体と の協定等によ

り 、 相互に応援ができ る 体制の整備を 図る 。【 行政】  

○a －８  
相互応援を 円滑に行う ため、応援・ 受援計画の策定に努める と と も に、応援・

受援の手順、 受援時の応援部隊の活動拠点等の整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

行政： 地域の人材の確保体制の強化 

○a －９  

応急対策全般の対応力を 高めるため、 平素から 外部専門家の意見・ 支援を 活 

用でき る 仕組みの構築に努めると と も に、 発災後の迅速な応急対応、 復旧・ 復

興のため、退職者の活用や民間の人材の任期付き 雇用等の人材確保方策をあら

かじ め整える よ う 努める 。【 町民、 事業者、 行政】  
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行政： 地域の人材の確保体制の強化 

○a －10 

 復旧作業の長期化や作業員不足に備え、あら かじ め民間事業者等と の協定締 

結や道路啓開作業を行う 建設業者等のＢ Ｃ Ｐ 策定を 促進し 、発災時の作業体制 

の確保に努める と と も に、 発災時に道路啓開を 行う 人材など 、 地域における 災 

害対応を 含む社会資本の維持管理が適切に行われる よ う 、 担い手の確保を 図 

る 。【 事業者、 行政】  

行政： その他の災害対応業務体制の強化 

○a －11 

災害の発生を 防ぐ こ と は不可能であり 、 災害における 被害を 最小化し 、 迅速 

な回復を 図る「 減災」 を 基本理念と し 、国、県など 関係機関と 協力し 、ハード ・

ソ フ ト の施策を 柔軟に組合せ、各種災害から の防災対策を 効率的かつ効果的に

推進する 。【 町民、 事業者、 行政】  

○a －12 

香川県防災情報共有システムによ る 県、 他市町と の情報の一元化と 災害対 

応業務の標準化を 図る と と も に、 必要な情報を 獲得する ため、 町内、 町外から

の情報収集手段を 複数確保する 。【 町民、 事業者、 行政】  

消防： 施設等の耐震化の促進等 

○a －13 
災害時に地域の災害活動の拠点になる 消防本部、消防団屯所の耐震化等を推

進する。【 行政】  

○a －14 
消防本部の指令セン タ ーや消防救急無線等の情報通信施設等の高機能化及

び耐災害性の強化を 図る 。【 行政】  

消防： 消防等の体制整備 

○a －４  

〈 再掲〉  

大規模災害における救助活動能力を 高める ため、 救出・ 救助活動の主体であ 

る 消防が持つ救助車等の資機材の確保など体制整備を 図る と と も に、消防本部

と 連携する 消防団等の訓練環境を さ ら に充実・ 強化する。【 行政】  

○a －10 

〈 再掲〉  

警察・ 消防等の円滑な救助活動が行える よ う 、 道路啓開作業を 行う 建設業者 

等のＢ Ｃ Ｐ 策定を 促進し 、 発災時の作業体制の確保に努める。【 行政、 事業者】 

○a －15 
災害時の広域応援や受援のため、 緊急消防援助隊の訓練に参加し て、 救助・

救急体制の整備を 図る 。【 行政】  

○a －16 
消防本部、 消防団及び自主防災組織等の連携強化を 図り 、 消防体制の整備に 

努める。【 町民、 事業者、 行政】  

○a －17 
県消防相互応援協定に基づき 、 相互応援体制の整備に努める と と も に、 緊急 

消防援助隊の応援・ 受援の体制整備に努める 。【 行政】  

○a －18 

同時多発、 交通障害、 水利の破損等困難な特徴を 持つ地震火災に対し て、 適 

切かつ効果的な消防活動を 行う ため、 活動体制、 消防職員・ 団員の非常招集方

法などの体制を あら かじ め定めておく 。【 行政】  

○a －19 
女性の入団を 含め若年層の消防団員を 引き 続き 確保する など、消防団の活性

化を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  

○a －20 

自衛隊への派遣要請が迅速に行えるよ う 、 要請手順などを 県、 自衛隊と 明確

にし ておく と と も に、派遣要請に関する 事項等を 事前に自衛隊に連絡でき る 体

制を 整備する 。【 行政】  

○a －21 
避難地域においては、 空き 巣や暴行・ 傷害行為等が発生する可能性があり 、

避難地域及び避難所等における防犯や安全確保の体制整備を 図る 。【 行政】  

 

 

２  住宅・ 都市（ 記号： ○ｂ ）  

施策分野 推進方針【 実施主体】  

公共施設等の耐震性の確保 

○a －１  

〈 再掲〉  

発災時、 応急対策活動の拠点と なる 本庁舎を はじ め、 代替施設や公共施設を  

防災上重要建築物と し て指定し て、 耐震性の確保を 図る。【 行政】  
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○ｂ －１  

学校、 社会福祉施設、 保育所等の公共施設については、 避難所等と し ての使

用も 勘案し 、 耐震診断・ 耐震補強工事に関する 情報提供によ る 啓発、 相談体制

の整備等を 通じ て、 施設の耐震化を 図る。 なお、 学校施設においては、 外壁等

の非構造部材の耐震化等の剥落・ 落下防止策を 推進する。【 事業者、 行政】  

○ｂ －２  
多数の者が利用する公共施設等について、 利用の状況等を 勘案し 、 計画的な

耐震診断、 耐震補強工事等の耐震化を 図る 。【 事業者、 行政】   

○ｂ －３  

住宅を はじ めと し た民間建築物について、住宅における 家具固定によ る 住宅

空間の耐震化、 耐震診断・ 耐震改修の補助制度の活用や情報提供によ る 啓発、

相談体制等の整備等を 通じ て、 建築物の耐震化の促進を 図る。 特に、 災害応急

対策活動に必要な人員や物資等の輸送経路と なる 緊急輸送道路沿いの民間建

築物について、 重点的な耐震化の促進に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －４  

文化財の所有者及び管理者に防災意識の啓発を 行う と と も に、 町所有・ 管理

の文化財の安全及び防火設備の保守点検等を 適切に行い保存に努める 。  

【 町民、 行政】  

不特定多数の利用者が利用する 施設等における 対応 

○ｂ －５  

学校、 病院その他多数の者を 収容する 施設や福祉施設の特性、 地域の特性を

考慮し 、 あら かじ め避難計画を 作成し 、 関係職員に周知する と と も に、 訓練等

を 実施するなど 避難体制の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

避難等の体制の整備 

○ｂ －６  

地震発生時に適切な避難が行える よう 、 避難準備、 避難勧告、 指示等を 行う

具体的な基準及び伝達内容、 伝達方法、 誘導方法、 避難所の管理運営方法等を

策定し ておく 。【 行政】   

○ｂ －７  

高齢者、 障がい者等の要配慮者のう ち 避難行動要支援者について、 避難行動 

要支援者名簿を 作成する と と も に、 警察や消防機関、 自主防災組織など に対

し 、 名簿を 提出するなど避難を 支援する体制の整備を 図る 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －８  

住民が徒歩で確実に避難でき るよ う 、 避難路等を 指定・ 整備し 、 その安全性 

の点検及び避難時間短縮のための工夫・ 改善に努める。 また、 避難路は、 耐震

性、 十分な幅員、 火災の延焼、 浸水、 がけ崩れ等の危険がないこ と などを 考慮

し て、 複数ルート 選定する も のと し 、 既存の避難用の道路等について必要に応

じ て補強・ 補修等を行い、 避難活動が円滑かつ安全に行えるよ う 努める 。  

【 行政】  

○ｂ －９  

災害の危険が切迫し た緊急時に避難する ための指定緊急避難場所及び被災

者が避難生活を 送るための指定避難所を 指定し 、 必要に応じ て施設の補強、 補

修等を 行う と と も に、 食料、 飲料水等の物資等の備蓄、 仮設ト イ レ 、 非常用電

源、 ラ ジオ等資機材の確保などに努め、 避難場所等の機能強化を 図る。【 行政】 

市街地等における 火災対策 

○ｂ －10 

各家庭に消火器、消火用バケツ 等の初期消火用具が常備さ れる よう 普及に努

める と と も に、自主防災組織等地域住民によ る 初期消火活動が積極的に行われ

る よ う 指導育成に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －11 

地域住民の防災行動力の強化、 防災意識の向上、 防災関係機関等と の連携を  

図る ため、 消防機関の指導の下に、 自主防災組織と 地域の事業者等と の連携に

よ り 、 初期消火、 応急救護、 避難、 避難誘導等の訓練を 行う 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －12 

市街地における火災の危険を 防除する ため、 市街地の中心部で土地利用度、

建築密度が高く 、 防災上特に重要な地区を 指定し 、 建築材料、 構造等の制限を

行う と と も に、 市街地にある 不良住宅地の改良促進を 行い、 住宅の不燃化、 住

環境の整備を 図る 。【 町民、 行政】  
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○ｂ －13 
街路、 公園緑地等の適正な整備によ り 、 火災の延焼を 防止する と と も に、 災

害時における 避難場所等と し ての機能の確保を 図る 。【 行政】  

○ｂ －14 
老朽化し た空き 家については、 所有者の意向を 踏まえつつ、 除却の支援や適

正な管理を 助言する等の対策を 推進する 。【 町民、 行政】  

雨水等の再利用の促進や水道・ 電力等のラ イ フ ラ イ ン の体制整備 

○ｂ －15 

地下水の適正かつ合理的な利用を 促進する ため、 関係団体と 連携し て、 自主

規制等を 行い、 地下水の保全を 図る。 また、 雨水の再利用を 促進する ため、 再

生水等の供給環境を整備する と と も に、 住民への普及・ 啓発を 図る 。【 行政】  

○ｂ －16 

災害時に活用可能な井戸の確保に努めると と も に、普段活用さ れていない飲

用井戸を 水道水の代用水源と し て活用する ため、水質検査などの体制整備を 図

る 。【 町民、 事業者、 行政】   

○ｂ －17 

水道施設について、地震によ る 施設損傷や漏水に伴う 断水を 最小限にと どめ

る ため、計画的な耐震化及び長寿命化計画の策定等を 通じ た老朽化対策を推進

する と と も に、 応急給水・ 応急復旧体制の整備、 他事業者と の広域的な応援体

制の強化などの体制整備を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －18 

下水道施設の耐震診断を 実施し 、 改築更新時期等を 考慮し て、 計画的に耐震

対策を 実施する と と も に、下水道Ｂ Ｃ Ｐ の策定推進や応急復旧等の体制整備を

図る 。 また、 持続可能な下水道事業の実施を 図る ためスト ッ ク マネジメ ント 計

画を 策定し 、 適切な施設管理に努める 。【 行政】  

○ｂ －19 

発災時においても 電力供給を 確保する ため。送電設備など 各設備等の耐震化

対策や制御システ ムのセキュ リ ティ 確保のための評価認証制度の活用を 図る

と と も に、重要な送電線の２ 回線化などバッ ク アッ プ体制の整備も 図る 。また、

応急復旧体制の整備や応急復旧資機材の確保を 図る 。【 事業者】  

○ｂ －20 

発災時においても ガスの供給を 確保するため、設備の耐震性の強化充実を図

る 。また、地震発生時の情報連絡体制及び職員の動員体制を 確立する と と も に、

速やかに、 設備を 復旧でき る よ う に、 平常時から 応急復旧用資機材を 備え、 停

電対策の整備を 図る。【 事業者】  

食料・ 飲料水等の調達等の確保体制 

○ｂ －21 

防災の基本である「 自ら の身は自ら 守る」 と いう 原則に基づき 、最低 3 日分（ 望

まし く は 1 週間分） の食料・ 飲料水や携帯ト イ レ 等を 準備し ておく よ う 努め

る 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －22 

食料（ 食物アレ ルギーへの対応を 含む） や飲料水等について、 災害時に提供

可能な在庫状況の確認を 行う と と も に、 関係業界と 協定を 締結する などし て、

調達の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －23 

食料や飲料水について、 確保（ 備蓄） 目標を 設定し 、 あら かじ め備蓄に努め

る と と も に、 関係業界等と 協定を 締結する な ど し て 、 調達の確保を 図る 。   

【 事業者、 行政】  

帰宅困難者、 観光客等対策 

○ｂ －24 

「 災害発生時にはむやみに行動はし ない。」 と いう 基本原則の周知徹底を 図

る と と も に、 家族と の連絡手段の確保、 徒歩帰宅経路の確認などについて、 必

要な啓発を 行う 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －25  

事業所等に対し 、 一斉帰宅による 混乱防止のため、 従業員、 顧客及び観光客

等を 一定期間滞在さ せる こ と の重要性やそのための食料・ 水・ 毛布等の備蓄の

促進等について、 必要な啓発を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －26 

避難所に帰宅困難者等が来訪し た場合の対応を 定める な ど 避難所の運営体

制の整備に努める 。 また、 多数の観光客が帰宅困難になっ た場合にホテル等宿

泊施設への避難等についても 検討する 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －27 
災害時の徒歩帰宅者に対する 食料や飲料水の支援を 行う ため、協定事業者に対

し て、 必要物資の提供を 求める。【 事業者、 行政】  
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○ｂ －28  

公共交通機関の運行状況や道路の復旧状況など帰宅のために必要な情報を 、

イ ン タ ーネッ ト 、報道機関等によ る広報などにより 、迅速に提供でき る 体制を

整備する 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －29 

災害時に観光客等の帰宅支援を 円滑に行う ため、安全な場所への避難誘導方

法や公共交通機関の運行状況、 宿泊可能な避難所・ ホテル等宿泊施設の案内等

を 迅速に提供でき る体制を 整備する 。【 事業者、 行政】  

自主防災組織の活動体制の強化 

○ｂ －11 

〈 再掲〉  

地域住民の防災行動力の強化、 防災意識の向上、 防災関係機関等と の連携を  

図る ため、 消防機関の指導の下に、 自主防災組織と 地域の事業者等と の連携に

よ り 、 初期消火、 応急救護、 避難、 避難誘導等の訓練を 行う 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －30 
 地域における 防災対策を 円滑に行う ため、自主防災組織の活動に積極的に参

加する。【 町民】  

○ｂ －31 

 自主防災組織の育成を 推進する と と も に、自主防災組織によ る 様々な地域活

動団体と の連携強化、 実践的で多様な世代が参加でき る 防災訓練の充実、 必要

な資機材等の整備促進や自主防災組織のリ ーダーの研修等に努める 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

 

  

３  保険医療・ 福祉（ 記号： ○ｃ ）      

医療救護体制の強化 

○ｃ －1 

 町内、 中讃地区の協力を 得た地域の医療体制を 構築する と と も に、 他地域か

ら 円滑な医療協力を受ける ため、 救護班の受入れ、 患者の搬送、 連携体制等に

ついて、 平時から 調整・ 整備を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －2 
 多数の避難者に備え、 避難所やト イ レ 、 簡易ベッ ト など の資機材等の確保を

図る と と も に、 救護所の設置など 医療救護体制を 強化する 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －3 

 災害派遣医療チーム（ Ｄ ＭＡ Ｔ ） 及び医薬品や医療資機材を 円滑に受け入れ

る ため、 緊急輸送道路の道路施設の耐震補強、 障害物の除去などの道路啓開を

行う ための人員、 応急復旧資機材の確保など、 災害時における 医師、 医薬品、

医療資機材等の輸送・ 供給体制を 構築する 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －4 
 日本医師会災害医療チーム( Ｊ ＭＡ Ｔ ) 等が避難所、 救護所等で円滑に医療・

保健衛生活動ができ る よ う 、 必要な体制整備を 構築する。【 事業者、 行政】  

町内病院の施設・ 設備の充実 

○ｃ －５  
 病院等の施設・ 設備の充実に努める と と も に、 食料、 飲料水、 医薬品、 非常

電源用燃料の備蓄等の促進を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －６  
 病院等に対する 耐震診断・ 耐震補強工事等に関する 情報提供によ る 啓発や相

談体制の整備等を 通じ 、 施設の耐震化の促進を 図る 。【 事業者、 行政】  

社会福祉施設における 体制整備 

○ｃ －７  
 社会福祉施設等と 日頃から 密接に連携を 行い、災害時の被災者の救出や受入

れの調整が迅速に行える 体制整備に努める 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －８    

 社会福祉施設等において、 災害時における 県、 町、 ボラ ンティ ア団体等と の

連携協力体制を 整備する ほか、 施設利用者の生活維持に必要な食料、 飲料水等

の備蓄や防災資機材、 非常用発電機等の整備に努める 。【 町民、 事業者、 行政】 

感染症の発生・ まん延における 対策 

○ｃ －９  

 感染症の発生・ まん延を防ぐ ため、迅速かつ的確に情報収集を 行う と と も に、 

中讃保健所と 連携し 、必要に応じ 臨時の予防接種を 行う 体制及び早期治療のた

めの医療供給体制を整備する 。  

町内、 中讃管内で対応が困難な場合に備え、 県ある いは他県等への協力、 支

援要請の体制整備を図る 。【 事業者、 行政】  
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４  エネルギ－（ 記号： ○ｄ ）      

再生可能エネルギ－の導入促進 

○ｄ －1 

 家庭、 事業所で長期間の電気供給停止時にも 電気を 確保する ため、「 住宅用

太陽光発電設備設置への補助」 や「 公共施設への太陽光発電システムや蓄電池

の整備」 などによ り 、 再生可能エネルギーの導入促進に取り 組む。  

【 町民、 事業者、 行政】   

災害に備えた燃料等の確保体制の整備 

○a －２  

〈 再掲）  

防災拠点施設等において、 非常用電源・ 自家発電設備や太陽光発電設備と 蓄

電池を 組み合わせた設備整備に努める と と も に、停電や燃料不足によ り 災害対

応に支障を 来すこ と がないよ う 、非常用電源の運転に必要な燃料の供給等につ

いて事業者と 協定を締結する など 調達の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｄ －２   
 町内の関係機関・ 団体と 連携し 、 道路啓開を 含めた応急復旧体制を 確立し 、 

燃料供給ルート の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －５  

〈 再掲）  

 病院等の施設・ 設備の充実に努める と と も に、 食料、 飲料水、 医薬品、 非常

電源用燃料の備蓄等の促進を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －８  

〈 再掲）   
 社会福祉施設等において、 非常用発電機等の整備に努める 。【 事業者、 行政】 

○ｄ －３  
 大規模災害時、 災害対応従事車両等に優先給油ができ る よ う 、 町内の事業者

と 協定を 締結する など の体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○ｄ －４  
 災害時、 事業者等がガイ ド ラ イ ン に沿っ て円滑に燃料等の仮貯蔵・ 取扱がで

き る よう 、 消防関係機関に周知を 行う 。【 事業者、 行政】  

 

 

５  情報通信（ 記号： ○ｅ ）      

行政における 情報伝達体制の整備 

○ｅ －１  

 避難に関する 情報伝達方法について、防災行政無線を はじ めと し て多様な手

段を 検討し 、 その整備に努める と と も に、 情報の収集・ 伝達業務の担い手と な

る 職員の確保・ 育成等の体制整備に努める 。【 行政】  

○ｅ －２  

 情報の伝わり にく い高齢者、 障がい者等の要配慮者に対し ては、 その特性に

応じ た手段で伝達を 行う な ど 、 自主防災組織等の多様な主体の協力を 得なが

ら 、 情報伝達体制の整備に努める 。【 町民、 行政】  

○ｅ －３  

 災害情報の収集、 伝達の迅速化のため、 既存のシステム等を 活用し た情報通

信体制の整備、 耐震性の強化を 図る と と も に、 通信設備の維持に必要な電源確

保のため、 自動起立の非常用発電機等の整備に努める 。  

 ま た、 町民への防災ラ ジオの普及促進にも 努め、 住民の情報収集体制も 確立

する 。【 町民、 行政】  

○ｅ －４  

 町内に居住ある いは観光等で来町する 外国人に対する 防災情報の提供のた

め、 ハザ－ド マッ プなどを 通じ た取組を 実施する と と も に、 平時から 地域での

外国人と のコ ミ ュ ニケ－ショ ン支援などにも 取り 組む。【 町民、 行政】  

事業者を 含む情報伝達体制の整備 

○ｅ －５   

災害時の通信を 確保するため、 設備を 強固にし 、 地震に強い信頼性の高い通

信設備の設計・ 設置を 図る と と も に、 主要伝送路のループ 構成などバッ ク アッ

プ体制の整備を 図る。 また、 復旧要員及び復旧資機材の確保を 図る 等、 応急復

旧体制を 整備する 。【 事業者、 行政】  

○ｅ －６  

 災害時における 情報通信、 放送の送受信を 確保する ため、 施設等の耐震性の

強化、 放送機材等の落下・ 転倒防止、 非常用電源の充実、 応急復旧体制の整備

等の防災対策を 推進する 。【 事業者】  
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６  産業（ 記号： ○ｆ ）      

業務継続体制の確保 

○ｆ －１  

 商工会が中小企業のＢ Ｃ Ｐ 策定の相談・ 指導窓口と し て機能する よ う 支援を

行う と と と も に、 Ｂ Ｃ Ｐ 策定のセミ ナー等を 行い、 早期のＢ Ｃ Ｐ 策定を 促進す

る 。【 事業者、 行政】   

○ｆ －２  
 災害時、 サプラ イ チェ ーン を 途絶さ せないため、 道路施設などの耐震化など

輸送体制の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

 

 

７  交通・ 物流（ 記号： ○g ）      

物資の供給・ 輸送体制の強化 

○a －10 

〈 再掲〉  

 物資の緊急輸送が円滑に行える よ う 、道路啓開作業の主体と なる 建設業者等 

のＢ Ｃ Ｐ 策定を 促進し 、 発災時の作業体制の確保に努める 。【 事業者、 行政】  

○ｆ －２  

〈 再掲〉  

 災害時、 サプ ラ イ チェ ーン を 途絶さ せないため、 道路施設など の耐震化等、

輸送体制の確保を 図る 。【 事業者、 行政】  

○g －１  
 緊急輸送道路等の道路啓開を 円滑に行う ため、 関係機関が連携し 、 応急復旧

用資機材の確保など体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○g －２  

 物資の緊急輸送が円滑に実施でき る よ う 、あら かじ め輸送業者等と 協定を 締

結すると と も に、 物資輸送訓練など緊急輸送体制の構築を 図る 。  

【 事業者、 行政】  

○g －３  

 避難所へのプ ッ シュ 型での物資供給には各避難所の物資需要の情報が、プル

型での物資供給には被災者のニーズの的確な把握に基づく 適切な種類、量と 品

質の情報が必要であり 、 物資の供給を 円滑に行う ため、 情報収集体制、 県等へ

の支援物資の要請のための連絡、 通報体制を 含めた体制整備を 図る 。  

【 町民、 事業者、 行政】     

道路ネッ ト ワーク の強化 

○g －４  
 物資の緊急輸送体制、 救急・ 救命、 消防活動体制を 強化する ため、 町内道路

の計画的な整備を 推進する 。【 事業者、 行政】  

○g －５  
 災害時に輸送ルート のう 回路と し て利用可能な農道や林道等の情報を 代替

路の確保の観点から 、 関係者間で緊密に共有を 図る 。【 事業者、 行政】  

道路施設の防災対策 

○g －６  

 耐震点検等に基づき 、 落橋、 変形等の被害が予測さ れる 道路施設のう ち、 緊

急度の高い施設から 耐震補強工事等を 計画する 。 また、 新たな道路、 橋梁等を

建設する 場合は耐震性を 考慮し た整備を 行う と と も に、 都市防災対策と し て、

電線共同溝事業を 推進し 、 道路機能の強化を 図る。【 行政】  

○g －７  

 道路ネッ ト ワーク の安全性、 信頼性を 確保する ため、 橋梁の老朽化対策と し

て、 長寿命化計画を 策定し 、 予防的な修繕及び計画的な架け替えの実施を 行う

と と も に、主要道路の代替路を 確保する ための道路整備など複数ルート の確保

を 図る。【 行政】  

○g －８  
 道路法面の崩壊、路面の損傷等が予測さ れる 危険個所については防災工事を

行う など道路施設の整備を 図る。【 行政】  

○g －９  
 道路の路面下の空洞化によ る陥没等を 防ぐ ため、空洞化状況の効果的かつ効

率的な調査方法についても 検討を 行う 。【 事業者、 行政】  
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８  農林水産（ 記号： ○ｈ ）      

ため池の防災対策 

○ｈ －１   

 満濃池の決壊は本町に甚大な被害を 与える ため、 発災時の被害予測と 迅速 

な避難の重要性を ハザード マッ プ の活用によ り 、 町民への周知徹底を 更に行 

い、 町民の安全を 確保する 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －２  

 地震等によ る ため池の決壊等を 未然に防止するため、 計画的に耐震診断や

必要な整備を 行い、 地域の安全性の確保を 図る と と も に、 農業用水を 確保す

る 。【 事業者、 行政】  

○ｈ －３   

 豪雨や台風等による 被害を 未然に防止する ため、 防災上危険で放置するこ

と のでき ないため池を 対象に、 保全又は機能廃止を 含めた防災上の整備を 促

進する。【 行政】  

農業施設の整備や地域資源の保全管理 

○ｈ －４  

 農業・ 農業地域の有する 多面的機能の維持・ 発揮を 図る ため、 施設管理者

と 非農業者を 含めた地域住民が連携し 、 農道、 水路、 ため池等の地域資源の

保全・ 管理を 推進する 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －５  

 防災・ 減災力の強化を 含めた農業・ 農業地域の有する多面的機能の維持・

発揮の観点から 地域住民によ る共同活動に対する支援を 行い、 農道、 水路、

ため池等の地域資源の保全・ 管理等を 行う と と も に、 こ れら を 通じ て、 地域

防災力の強化を 図る。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －６  
 農業に係る 生産基盤等について、 災害に対応する ため、 水源であるため池

や基幹的農業水利施設、 農道等の改修・ 整備を 推進する。【 事業者、 行政】  

森林整備・ 保全対策 

○ｈ －７  
 森林整備に当たっ ては、 地域に根差し た植林も 活用し ながら 、 自然と 共生

し た多様な森林づく り を 推進する 。【 町民、 行政】  

○ｈ －８  
 森林が有する 多面的機能を 発揮する ため、地域コ ミ ュ ニティ と 連携し た森林

の整備・ 保全活動を推進する 。【 町民、 行政】  

○ｈ －９  

 県などの関係団体と の情報交換によ り 、山地災害の恐れのある 個所の間伐等

の森林整備と 治山ダム工事等の治山対策の効果的・ 効率的な実施によ る災害に

強い森林づく り を 推進する 。【 町民、 行政】  

○ｈ －10 

 鳥獣によ る 農林業被害によ り 、 耕作放棄地の発生など、 農地や森林の多面的

機能の低下を 防ぐ ため、 鳥獣の侵入防止や捕獲によ る 個体数の調整など、 ソ フ

ト ・ ハード 両面にわたる 総合的な対策を 推進する。【 町民、 行政】  

 

 

９  県土保全（ 記号： ○i ）      

河川の整備 

○i －１  
 河川堤防の嵩上げや液状化対策など地震対策を 行い、 新設に当たっ ては、  

耐震性を 考慮し て整備する 。【 行政】  

○i －２  

 浸水等河川流域の災害によ る被害軽減を 図る ため、 維持・ 改修等を 行う と  

と も に、 国、 県が策定し ている「 河川整備計画」 に基づき 河積の確保や堤防 

の整備等を 行う 。【 行政】  

○i －３  堤防等の整備に当たっ ては、 自然と の共生や自然環境に配慮する 。【 行政】  

洪水等から の円滑な避難を 確保する ための対策 

○i －４  

洪水・ 内水から 円滑な避難を 確保する ため、 想定し 得る 最大規模の浸水想

定の公表、 ハザード マッ プの策定を 促進し 、 住民の避難体制を 確立する と と

も に、 排水機場等の排水施設の整備を 行う 。【 町民、 行政】  

○i －５  
 浸水想定区域の区域ごと に、 洪水予報等の伝達方法、 避難場所など迅速な 

避難の確保を 図る ため、 必要な事項を 定め、 住民に周知する。【 町民、 行政】  
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○i －６  
 女性層に対する 団員への参加促進等、 消防団の活性化を 推進する と と も に 

水防活動の担い手を確保し 消防団の育成及び強化を 図る。【 町民、 行政】  

土砂災害や山地災害への対応 

○i －７  

 地震や集中豪雨等によ る 土石流、 急傾斜地崩壊、 地すべり など 山地災害の

危険性を 住民に周知し 、 住民の被害防止に努める。 特に、 土砂災害警戒区域

や土砂災害危険個所等については、 広報活動を 行い、 住民等への周知を 徹底

する と と も に、 土砂災害の恐れのある 区域について、 土砂災害警戒区域等の

指定を 推進する 。【 行政】  

○i －８  

 土石流等、 山地災害の危険区域付近の住民に対し て、 異常な状況の早期発

見に留意する よ う 啓発する と と も に、 避難場所及び避難所、 避難経路、 避難

方法、 情報の伝達手段等を あら かじ め定める など土砂災害や山地災害の危険

区域に対する 警戒体制を 強化する 。【 町民、 行政】  

○i －９   
 土砂災害から 町民の生命や財産を 守る ため、 斜面や渓流など危険個所の点 

検等を 行う 砂防ボラ ン ティ アの活動を 支援する 。【 町民、 行政】  

○i －10 

土石流危険渓流について、 危険度の高いと こ ろ から 、 災害を 未然に防止す

る ため、 砂防工事の要望を 県に行う と と も に、 事業に対し ての協力を 行う 。  

【 町民、 行政】  

○i －11 

急傾斜地崩壊危険個所について、 町が行う 小規模なも のについては、 危険

度や地元要望等を 勘案し 、 崩壊防止対策工事を 行う 。 また、 大規模なも のに

ついては、 危険度の高いと こ ろ から 、 災害を 未然に防止するための崩落防止

工事の要望を 県へ行う と と も に、 事業に対し ての協力を 行う 。【 行政】  

○i －12 

 地すべり 危険個所について、 危険度の高いと こ ろ から 、 災害を 未然に防止

する ための地すべり 防止工事の要望を 県に行う と と も に、 事業に対し ての協

力を 行う 。【 行政】  

○i －13 
 山地災害危険地について、 災害を 未然に防止する ため、 危険度の高いと こ

ろ から 、 優先的に治山事業を 行う 。【 行政】  

 

 

10 環境（ 記号： ○j ）      

廃棄物処理対策 

○j －１  

災害廃棄物の処理に当たっ ては、 県災害廃棄物連絡協議会等において、 県 

等と 情報を 共有すると と も に、 町災害処理計画を 被災の状況に応じ て具体化

し て早期に処理に着手する 。 なお、 有害物質が災害廃棄物に混入し た場合、

災害廃棄物の処理に支障が生じ る こ と から 、 有害物質に係る情報を 事前に把

握するよ う 努める 。【 事業者、 行政】  

○j －２  

処理計画の実効性を 高める ため、 廃棄物処理の実務経験者や専門的な技術

に関する 知識・ 経験を 有する 者を リ スト アッ プ する と と も に、 研修会等を 実

施し て人材の育成を図る 。【 事業者、 行政】  

○j －３  

処理施設の耐震化によ る安全性の確保や応急復旧体制の構築、 休耕地を 含

む仮置き 場及び処分場の追加選定、 広域応援体制の整備、 広域処理を 行う 地

域単位での連携等、 災害処理機能の多重化や代替性の確保を 図る よ う 努め

る 。【 事業者、 行政】  

有害物質の漏洩による 環境汚染等の対応 

○j －４  

 有害物質の漏洩によ る 環境汚染を 防止する ため、 有害物質を 取扱っ ている

事業者において、 有害物質の飛散及び流出の防止、 周辺環境の汚染防止等の

措置を 講じ る など体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

浄化槽に係る 転換促進 

○j －５   老朽化し た単独浄化槽から 合併浄化槽への転換を 促進する。【 行政】  
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11 土地利用（ 記号： ○k ）      

○k －１  

 災害発生後の円滑な復旧・ 復興のためには、 土地の権利関係を 明確にし た現

地復元力のある 地籍図等を 整理し ておく こ と が必要不可欠である こ と から 、地

籍調査事業の実施を促進する 。【 町民、 行政】  

○k －２  

 大規模火災のリ スク が高い地震時等に、著し く 危険な住宅密集地の改善整備

については、 施設そのも のに対する 被害の防止、 避難地等の整備や土地利用に

対する規制・ 誘導を 組み合わせ、 復旧・ 復興段階を も 見据えた各種検討と 安全

な地域づく り に努める 。【 町民、 行政】  

○k －３  

 長期的な視点で災害に強いまち づく り を 進めるため、地域防災計画と の有機

的な連携を 図り つつ、 関係機関が連携し て、 都市の防災機能の強化を 図る。  

【 町民、 行政】  
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横断的分野 

１  地域防災力の強化（ 記号： ○l ）      

○l －１  

 地域住民に対する防災意識の普及啓発、 学校における 防災教育の推進、 県等

が主催する 防災・ 危機管理に関する リ ーダー育成研修など を 通じ た人材育成等

によ り 、 地域防災力の強化を 図る 。【 町民、 事業者、 行政】  

○a －19 

〈 再掲〉  

女性の入団を 含め、 若年層の消防団員を 引き 続き 確保する など、 消防団の活

性化を 図る 。【 行政】  

○ｂ －７  

〈 再掲〉  

高齢者、 障がい者等の要配慮者のう ち 避難行動要支援者について、 避難行動 

要支援者名簿を 作成する と と も に、 警察や消防機関、 自主防災組織などに対

し 、 名簿を 提出するなど避難を 支援する 体制の整備を 図る 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －10 

〈 再掲〉  

各家庭に消火器、消火用バケツ 等の初期消火用具が常備さ れるよ う 普及に努

める と と も に、自主防災組織等地域住民によ る 初期消火活動が積極的に行われ

る よ う 指導育成に努める 。【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －11 

〈 再掲〉  

地域住民の防災行動力の強化、 防災意識の向上、 防災関係機関等と の連携を 

図る ため、 消防機関の指導の下に、 自主防災組織と 地域の事業者等と の連携に

よ り 、 初期消火、 応急救護、 避難、 避難誘導等の訓練を 行う 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

○ｂ －30 

〈 再掲〉  

 地域における 防災対策を 円滑に行う ため、自主防災組織の活動に積極的に参

加するよ う 努める 。【 町民】  

○ｂ －31 

〈 再掲〉  

 自主防災組織の育成を 推進する と と も に、自主防災組織による 様々な地域活

動団体と の連携強化、 実践的で多様な世代が参加でき る 防災訓練の充実、 必要

な資機材等の整備促進や自主防災組織のリ ーダーの研修等に努める 。  

【 町民、 事業者、 行政】  

○ｈ －５  

〈 再掲〉  

 防災・ 減災力の強化を 含めた農業・ 農業地域の有する多面的機能の維持・

発揮の観点から 地域住民によ る共同活動に対する支援を 行い、 農道、 水路、

ため池等の地域資源の保全・ 管理等を 行う と と も に、 こ れら を 通じ て、 地域

防災力の強化を 図る。【 町民、 事業者、 行政】  

○i －９  

〈 再掲〉  

 土砂災害から 町民の生命や財産を 守る ため、 斜面や渓流など危険個所の点 

検等を 行う 砂防ボラ ン ティ アの活動を 支援する 。【 町民、 行政】  

 

 

 ２  老朽化対策（ 記号： ○ｍ ）      

○ｂ －17 

〈 再掲〉  

水道施設について、地震によ る 施設損傷や漏水に伴う 断水を 最小限にと ど め

る ため、計画的な耐震化及び長寿命化計画の策定等を 通じ た老朽化対策を 推進

する と と も に、 応急給水・ 応急復旧体制の整備、 他事業者と の広域的な応援体

制の強化などの体制整備を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｂ －18 

〈 再掲〉  

持続可能な下水道事業の実施を 図る ためス ト ッ ク マネジ メ ン ト 計画を 策定

し 、 適切な施設管理に努める 。【 行政】  

○g －７  

〈 再掲〉  

 道路ネッ ト ワーク の安全性、 信頼性を 確保する ため、 橋梁の老朽化対策と し

て、 長寿命化計画を 策定し 、 予防的な修繕及び計画的な架け替えを 実施する よ

う 努める 。【 行政】  

○ｈ －２  

〈 再掲〉  

 地震等によ り 、 ため池の決壊等を 未然に防止する ため、 老朽化ため池等の

整備を 行い、 地域の安全性と 農業用水を 確保する。【 事業者、 行政】  

○ｈ －６  

〈 再掲〉  

 農業に係る 生産基盤等について、 災害に対応する ため、 水源であるため池

や基幹的農業水利施設、 農道等の改修・ 整備を 推進する。【 事業者、 行政】  

○i －１  

〈 再掲〉  

 堰、 水門等防災上重要な施設については発災時に大き な被害が出ないよう  

に、 長寿命化計画の策定等に努める 。【 行政】  
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○j －５  

〈 再掲〉  
 老朽化し た単独浄化槽から 合併浄化槽への転換を 促進する。【 行政】  

 

 

３  新技術対策（ 記号： ○ｎ ）      

○ｎ －１  
 耐震化や老朽化対策等に関する 国の新たな技術基準及び調査・ 施工技術につ

いて、 情報収集を 行い、 こ れら の新技術を 積極的に活用する 。【 事業者、 行政】 

 

 

４  広域連携（ 記号： ○Ｏ ）      

○a －６  

〈 再掲〉  

災害対応のため、 関係機関において、 相互応援協定等の締結など、 平時 

から 連携を 強化し ておく と と も に、 自治体間の応援・ 協力活動を 円滑に行う

ための応援協定の締結など、 相互応援体制の整備を 図る。【 事業者、 行政】  

○a －７  

〈 再掲〉  

災害時に同時に被災を 受けない観点から 、 遠隔地の自治体と の協定等によ

り 、 相互に応援ができ る 体制の整備を 図る 。【 行政】  

○a －８  

〈 再掲〉  

相互応援を 円滑に行う ため、応援・ 受援計画の策定に努める と と も に、応援・

受援の手順、 受援時の応援部隊の活動拠点等の整備を 図る 。【 事業者、 行政】  

○a －17 

〈 再掲〉  

県消防相互応援協定に基づき 、 相互応援体制の整備に努める と と も に、 緊急 

消防援助隊の応援・ 受援の体制整備に努める 。【 行政】  

○a －20 

〈 再掲〉  

自衛隊への派遣要請が迅速に行える よ う 、 要請手順などを 県、 自衛隊と 明確 

にし ておく と と も に、派遣要請に関する 事項等を 事前に自衛隊に連絡でき る 体

制を 整備する 。【 行政】  

○ｂ －17 

〈 再掲〉  

水道施設について、地震によ る 施設損傷や漏水に伴う 断水を 最小限にと ど め

る ため、 他事業者と の広域的な応援体制の強化など の体制整備を 行う 。  

【 事業者、 行政】  

○ｃ －1 

〈 再掲〉  

 町内、 中讃地区の医療関係機関等の協力を 得て医療体制を 構築する と と も

に、 他地域から 円滑な医療協力を 受ける ため、 救護班の受入れ、 患者の搬送、

連携体制等について、 平時から 調整・ 整備を 行う 。【 事業者、 行政】  

○ｃ －９  

〈 再掲〉  

 感染症の発生・ まん延を 防ぐ ため、 町内、 中讃管内で対応が困難な場合に備

え、 県ある いは他県等への協力、 支援要請の体制整備を 図る 。【 事業者、 行政】 

 


